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ご挨拶

この度，第 24 回日本バイオセーフティ学会総会・学術集会を令和 7 年 11 月 26 日（水）・27 日（木）の 2 日間にわた
り全国障害者総合福祉センター戸山サンライズ（〒 162-0052 東京都新宿区戸山 1-22-1）において開催させていただくこ
ととなりました。

本学会は，病原体等の取り扱いにおける安全管理運営，安全装置及び実験施設設計等のバイオセーフティに関する学術
研究の推進並びにバイオセーフティの普及を図り，バイオセーフティの向上発展に寄与することを目的として，平成 14
年 1 月 19 日に倉田 毅 代表世話人（当時）のもと日本バイオセーフティ学会設立総会が開催され，以来 23 回にわたり毎
年総会・学術集会を行ってまいりました。＊ 2020 年は新型コロナのため翌年に延期

皆様ご存じのとおり，本学会は，微生物及び動物実験を行う研究者，病原体等の取り扱い安全管理者，安全装置技術
者，施設設備設計者，機器設備保守者，消毒作業者，病院・実験動物施設・微生物関連製造施設等の安全管理者､ 医師，
獣医師，臨床検査技師及び保健行政関係者等で構成され，バイオセーフティに関わる問題に関心のある方々の集まりとし
て，感染症の研究・管理に関する学術的な議論，関連技術開発に関する事項，安全管理などについて，多角的面から意見
交換がなされてきております。

本学会総会・学術集会では，この学会の特徴である多くのステークホルダーがともに重要テーマを議論することによ
り，新知見が生まれ，最適な学びや意見交換の場としての環境が提供できるように運営を心がけてまいります。今回の
テーマは『バイオセーフティとバイオセキュリティ：来るべき未来に向けて』といたしました。バイオセーフティ並びに
バイオセキュリティに関する近年の知を結集して，意義ある研究開発とは何か，また安全な研究実施や感染症コントロー
ルには何が必要かについて議論を戦わせ，未来の教育・研究・医療・技術開発に活かしていこうとする，フランクで活気
ある会合にしたいと考えています。会の構成としては，特別講演，教育講演，シンポジウム，企業共催セミナー / ラン
チョンセミナー，一般演題などを予定しています。

今回取り扱う学術テーマとして，①バイオセーフティ / バイオセキュリティ教育，②バイオセキュリティの国際動向，
③先端生命科学のデュアルユース性とバイオセーフティ / バイオセキュリティ，④高度封じ込め施設についての議論，な
どを盛り込みたいと考えております。また，これまで継続的に議論してきた課題についても，積極的に取り入れ，意義あ
る会合にしたいと考えております。本学会総会・学術集会は，遠隔地からの参加者を考慮し，昨年度まで取り入れていた
オンラインでの参加形態も継続したいと考えています。

本学会総会・学術集会が，わが国のバイオセーフティの発展と国際的な活動に重要な示唆を与え，活発な議論並びに有
用な情報発信の機会となることを祈念いたします。多くの方々のご参加をお待ちしております。

一般演題・企業プレゼンテーション・企業展示・講演抄録集広告の募集につきましては，JBSA 学会ホームページに掲
載いたしますのでご確認ください。

https://jbsa-gakkai.jp/meeting/index.html

第 24回日本バイオセーフティ学会総会・学術集会会長挨拶
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第 24 回総会・学術集会会長
国立感染症研究所 安全管理研究センター 客員研究員
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一般演題募集
募集項目： 下記の項目に関連する演題を募集いたします

1．バイオリスクマネジメント全般（安全管理運営，教育・研修，病原体輸送，感染性廃棄物など）
2．医療機関（病院外来，病棟，臨床検査室など）におけるバイオセーフティ
3．動物に関わるバイオセーフティ
4．安全装置，器具（安全キャビネットなど）
5．施設設計（高度封じ込め施設，実験室，病院検査室など）
6．消毒，滅菌全般（器具や手段，運用方法などを含む）
7．バイオセキュリティ
8．その他
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1．はじめに

我々は古来より幾多の感染症に悩まされ，多くの犠牲の
もとに診断，治療，予防法などに関する情報やノウハウを
蓄積してきた。一方で，ヒトからヒトへとうつる疾患は

“伝染病（contagious diseases）”と呼ばれ，「うつす人」
対「うつされる人」という構図から，差別，偏見，嫌悪，
対立などの社会的問題を生み出すもとにもなった。勿論，
患者は差別なく守られるべき対象であるが，公衆衛生や社
会福祉の概念が浸透してきた現在においても，感染者の人
権を損なうことなく他者への感染伝播を如何に防いでいく
のかという命題は，今なお完全には解決されていない。感
染伝播を防ぐためには患者隔離（すなわち行動制限）は時
に有効な手段の一つであるが，疾患によっては無症状期に
病原体を体外に排出することから，健康そうに見える感染
者から無防備である他者への感染は防ぎようがない。一方
で，感染者であると分かっていれば，その人が罹っている

疾患の特性に応じて感染防護（もしくは感染防御）に当た
る手段を我々は持ち合わせている。すなわち，感染症がど
のような性質を持つのか，さらに言えば，感染性病原体が
どのような特質を持つのかを科学的に探究することによ
り，我々はより適切な方法で感染症に対峙できるものと考
えられる。

感染症研究あるいは病原体研究と呼ばれる一群の研究
は，感染性病原体の性質について研究し，病原体の構造や
機能の解析，疾患の成り立ちや伝播の仕組みの解明，宿主
免疫応答や生体における病原体排除機構の解析，治療薬並
びにワクチンの開発，感染症の疫学的分析や感染防護策の
開発など，基礎的研究から応用的研究に至る幅広い分野を
占めている。しかし，新興感染症に関しては，そもそも病
原体がどのように発生してどのような病原性を持つに至る
のか不明であり，いくつかの実感染例が蓄積して初めて疾
患の認識がなされることも多い。このような新興感染症特
有の問題に対して，病原体の発生を先回りして予測し，感

　総　　　説

機能獲得（GOF）研究をめぐる論議と米国の監督政策
四ノ宮　成祥

国立感染症研究所　安全管理研究センター　客員研究員

　要旨：近年の生命科学技術の進歩により，ウイルスは遺伝情報のみから感染性粒子を作製する
ことが可能となっている。また，合成生物学並びに逆遺伝学技術の高度化と相俟って，ゲノム
に変異や塩基配列の置換・付加などの修飾操作を行うことにより，性質の異なるウイルスを作
り出すことができる。インフルエンザ，MERS（Middle East Respiratory Syndrome），SARS

（Severe Acute Respiratory Syndrome）ウイルスなど潜在的にパンデミックを起こし得るウイル
ス（Potential Pandemic Pathogen: PPP）を改変して，伝播性の増強や宿主の変更を行う研究は，
特に Gain-of-Function Research（機能獲得研究または GOF 研究）と呼ばれており，新興感染症と
なるウイルスの予測に役立つとされる。その一方で，パンデミックを起こし得るウイルスの作製
は漏出した際には感染症のアウトブレイク惹起などのリスクも伴う。2011 年に Fouchier・河岡論
文が問題となって以来，GOF 研究をめぐる管理・監督の議論は幾多の変遷を経てきた。本総説で
は，デュアルユースが懸念される研究（DURC）の視点を加えつつ，新型コロナウイルスの起源と
GOF 研究に関する論議や，2025 年 5 月に米国政府が実施しようとしている DURC 並びに強化型
PPP（enhanced Potential Pandemic Pathogen: ePPP）研究の新たな監督政策に至る経緯について
概説する。

　キーワード：�DURC（Dual-Use Research of Concern; デュアルユースが懸念される研究），GOF
研究（Gain-of-Function Research; 機能獲得研究），COVID-19（新型コロナウイ
ルス感染症），NSABB（National Science Advisory Board for Biosecurity; 米国
バイオセキュリティ国家科学諮問委員会），ePPP（enhanced Potential Pandemic 
Pathogen(s); 強化型 PPP/ 強化型潜在的パンデミック病原体），P3CO（Potential 
Pandemic Pathogen Care and Oversight; 潜在的パンデミック病原体の注意と監督）
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染症アウトブレイクの監視（サーベイランス），伝播メカ
ニズムの解明，治療薬やワクチンの早期開発に役立てよう
とする動きがある。特に，2010 年以降，基礎研究分野に
おいて，生命工学的手法を駆使して既存の病原体を遺伝的
に改変し，新興感染症を起こすに至る新たな病原体の予測
に役立てようとする動きが活発化しており，Gain-of-
Function Research（「GOF 研究」もしくは「機能獲得研
究」）と呼ばれる新たな研究領域として認識されるに至っ
た 1, 2）。しかし，このような改変病原体の作製に当たって
は，バイオセーフティのみならずバイオセキュリティや
デュアルユース性の観点からも問題が提起され，研究の在
り方をどう考えて適切なガバナンスに繋げていくのか，研
究者のみならず学術界や資金供与団体，政府，市民社会な
どを広く巻き込んだ形で議論されることとなった。

本稿では，GOF 研究に関するこれまでの主な議論の流
れについて紹介し，どのような論点が抽出されてどのよう
な対策を講じるに至ったのか，また，現在残されている課
題は何かなどについて概説したい。

2．合成生物学 /逆遺伝学を利用したウイルス合成

2-1．感染性ポリオウイルスの完全人工合成
1990 年から 2003 年にかけて行われた“ヒトゲノムプロ

ジェクト”は，ゲノム関連技術の進歩を大きく後押しし
た。それまでに開発されていた DNA シーケンシング技術

（Sanger 法 /dideoxy 法）や DNA 化学合成技術が汎用技
術になっただけでなく，次世代シーケンサーが導入され，
遺伝子解析技術は飛躍的に進歩した。1990 年代において
組換え DNA 技術はかなり成熟したものになっており，大
腸菌をはじめとした微生物内では自由自在に遺伝子組換え
が行われた。また，色々な変異導入法も考案され，バイオ
テクノロジー関連企業から販売されるキットとして一般の
研究室で利用されるようになった。組換え DNA 技術は，
より複雑な操作が求められる細胞研究へと応用され，さら
に胚細胞技術の進歩と相俟って遺伝子組換え動物（Trans-
genic, Knock-In, Knock-Out など）作製へと応用範囲を大
きく拡げていった。

一方で，2000 年以降急速に発展してきたのが合成生物
学と呼ばれる学問分野で，遺伝子を一から設計・作製し生
命体を創造していこうとする試みである。この分野の研究
は，長鎖 DNA 合成技術の進歩をもたらし，微生物人工合
成の道を開いた。2002 年に Wimmer らは，ゲノム情報の
みを出発点としてポリオウイルスの cDNA を化学合成し，
RNA ポリメラーゼによって RNA に転写したのち，無細
胞抽出物で翻訳および複製を行い，感染性ポリオウイルス
の de novo 合成に成功している 3）。この技術はその後多く
の微生物人工合成研究に応用されることとなった。

2-2．1918 年のスペインかぜウイルスの再構成
A 型インフルエンザイルスは 8 つの RNA 遺伝子分節か

らなるが，これらの遺伝子を可塑的に取り扱う目的で遺伝
子分節の一つ一つをプラスミド DNA に変換し，容易に複
製や修飾ができる形で保存されるようになった。そして，
ヘルパーウイルスを必要とせず cDNA から完全なインフ
ルエンザウイルスを効率的に生成する方法が 1999 年に開
発された 4）。このような逆遺伝学技術の確立は，ウイルス
の突然変異誘発研究を後押しし，ワクチンや遺伝子治療ベ
クターの製造に役立つ技術として利用されるようになっ
た。

1918 年 3 月米国に端を発したスペインかぜは，わずか 1
か月で第一次世界大戦下のヨーロッパに広がり，その後世
界全体に伝播して猛威を振るった 5）。このスペインかぜに
ついては歴史的な事実として種々の資料は残されているも
のの，当時の感染症研究のレベルにおいてウイルス株を分
離することはできなかった。フェレットを使って初めてイ
ンフルエンザ感染者からウイルスを分離することに成功し
たのは 1930 年代に入ってからである 6）。このような事情
から，世界中のどのウイルス研究室も流行当時のスペイン
かぜウイルス株は保有していない。したがって，スペイン
かぜウイルスのゲノム構造は不明で，ウイルスの病原性や
伝播性などについて調べることは不可能であった。この難
題に巧妙な解答を示したのが Taubenberger らの研究グ
ループである。米国陸軍病理学研究所に所属していた彼
は，スペインかぜにより死亡した兵士の肺パラフィンブ
ロックを見つけ，その検体からのウイルス遺伝情報断片の
回復を試みた。また，アラスカの永久凍土に眠るスペイン
かぜで亡くなった遺体の発掘許可を得て，保存状態の良
かった肺から 1918 年のスペインかぜウイルスの遺伝情報
の回収に成功したのである。そして，ヘマグルチニン

（HA）遺伝子の全塩基配列を決定し，1918 年のウイルス
HA 遺伝子が他のどの哺乳類の配列よりも鳥類の系統と密
接に関連していることを示した 7）。さらに，1918 年のイ
ンフルエンザウイルスの全ゲノムの配列解析と系統発生の
解析を行い，このウイルスが 1957 年のアジアかぜや 1968
年の香港かぜといったパンデミックを起こしたウイルスに
見られるリアソータントウイルス（遺伝子分節の入れ替わ
りによる再集合）としての特徴ではなく，鳥インフルエン
ザウイルスが変異してそのままヒトに適応した可能性が高
いことを提案した 8）。そして，逆遺伝学と合成生物学的手
法を駆使して，1918 年のスペインかぜウイルスを感染性
粒子として再構成したのである 9）。このウイルスは，現在
流行するヒトインフルエンザウイルス（H1N1）が持つ性
質とは対照的に，トリプシンの非存在下で複製する能力を
持ち，ヒト気管支上皮細胞で良く成長する。そして，ノイ
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ラミニダーゼ（NA）がヘマグルチニン（HA）の切断を
助けるために，トリプシンを含む肺胞上皮細胞だけでなく
あらゆる細胞で増殖するので高病原性鳥インフルエンザウ
イルスと類似した性質を持つことが分かった。

この 1918 年のスペインかぜウイルス再構成の研究成果
は，インフルエンザウイルス研究に大きな進歩をもたらす
科学的大成功だと称賛された一方で，致命的なウイルスを
蘇らせたことであり，ウイルスの安全な取り扱いに係るバ
イオセーフティ並びにバイオセキュリティ上の論議を呼ん
だ 10）。また，研究成果の出版を含めて感染症に関する機
微な情報をどう開示していけばよいのかという議論も巻き
起こった。そして，慎重さを重視することで批判的な立場
に立ち科学の進歩を潜在的に妨げることと，情報開示の面
で過ちを犯すことでテロリストを利する可能性との間のト
レードオフの関係をどう考えるのかという問題が新たに浮
上することとなった 11）。当時は，2001 年に起きた米国炭
疽菌郵送テロ事件の生々しい記憶が残っていた時期でもあ
り，微生物の安全な取り扱いと悪用防止は深刻な社会問題
でもあった。米国バイオセキュリティ国家科学諮問委員会

（National Science Advisory Board for Biosecurity: 
NSABB）は，このような問題に対してバイオセキュリ
ティ並びにデュアルユースの側面から検討を重ねたが，結
局，論文は出版公開されることになった。ただし，論文の
末尾には「Note added in proof: This research was done 
by staff taking antiviral prophylaxis and using stringent 
biosafety precautions to protect the researchers, the 
environment, and the public. The fundamental purpose 
of this work was to provide information critical to pro-
tect public health and to develop measures effective 
against future influenza pandemics.」として，研究の正当
性と安全性を表明する文章を付した。しかしながら，この
ような表面的な対応で良いのかという懸念は依然として残
ることとなった。このようにして再構成された 1918 年の
スペインかぜウイルスは，米国保健福祉省（HHS）と米
国農務省（USDA）が病原体と毒素の所有，使用，および
移動を規制する「Federal Select Agent Program」で指定
するもののうち「HHS Select Agents and Toxins」12）に含
まれることになった。

3．高病原性鳥インフルエンザウイルスのGOF研究

2011 年 11 月，Science 誌と Nature 誌に投稿された 2 つ
の高病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N1）に関する
研究が懸念を呼び起こすこととなった 13）。オランダ
Erasmus 医療センターの Fouchier らが作製したウイルス
がパンデミックの原因となり得る危険なウイルスの可能性
があり，研究論文でその作製方法を公開することに問題が

あるのではないか，したがって，しかるべきバイオセキュ
リティレビューを受ける必要があるため NSABB に審査依
頼が回ったというものである。また，米国 Wisconsin 大
学 Madison 校 / 東京大学の河岡らが作製したウイルスに
ついても，類似のリスクが考えられるというものであっ
た。過去のインフルエンザパンデミックではヘマグルチニ
ンのタイプが H1，H2，H3 のいずれかであったが，これ
らの 2 つの研究は H5 でもパンデミックが起きる可能性に
ついて証明するという目的のもとに行われた。すなわち，
H5 をヘマグルチニンとして持つインフルエンザウイルス
でも，変異によりヒトからヒトへと飛沫感染するウイルス
に変わるとの仮説のもと，そのようなウイルスを作製する
というものであった。勿論，ヒトそのものを感染実験の対
象とすることはできないので，ヒトの感染モデルに最も近
いとされるフェレットを用いての実験であった。

審査依頼を受けた NSABB は論文修正並びに情報公開制
限の方向で審査を続けていた 14）。このようななか，2012
年 1 月にインフルエンザウイルス研究者たちは連名でイン
フルエンザウイルスの伝播に関する動物実験を自主規制す
る 60 日のモラトリアムを設けることを宣言し，Science
誌と Nature 誌に全く同じ内容でその旨を掲載して 15, 16），
本件の議論の推移を見守ることにした。一方で，河岡は
Nature 誌にパンデミックを防ぐためのインフルエンザウ
イルス研究の緊急性を訴えた。高病原性鳥インフルエンザ
ウイルス（H5N1）感染者発生の現状並びに感染リスクを
勘案し，ウイルス伝播研究の緊急な追求が必要であり，こ
れに対応すべく高いバイオセーフティとセキュリティ基準
で研究を進めていると主張し，NASBB の勧告に反論し
た 17）。世界中の研究者間でも賛否が分かれた議論となる
なか，WHO は同年 2 月に Collins 国立衛生研究所（NIH）
所長，Fukuda WHO 保健安全保障・環境局長補佐，Keim 
NSABB 議長，論文の 2 人の著者，雑誌編集者などを含む
公衆衛生とインフルエンザウイルスの専門家からなる小グ
ループを招集して緊急の会議を開いた。全会一致の結論と
はならなかったものの「実験室で遺伝子改変する H5N1 ウ
イルスの研究のモラトリアムを延長すること，および公衆
衛生を保護するためには自然発生的な H5N1 インフルエン
ザウイルスの研究を継続しなければならないという認識に
ついて合意したこと」を公表した 18, 19）。そして，慌てて制
限された部分的な報告を出すよりも論文は完全な形で公表
すべきであり，現状では出版を遅らせることの方が利益が
あるとの判断に至った。

その後，NSABB がこれら 2 つの論文について著者から
直接聴き取り調査をすることとなり，3 月末に論文の詳細
な内容についての検討が行われた。そして，慎重な審議の
結果，NSABB は，河岡論文の改訂原稿については全文公
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表することに満場一致で同意し，Fouchier 論文について
は改訂原稿で提示されたデータ，方法，結論について適切
な科学的検討を行った上で再改訂の後に公表可能であるこ
とを 12 対 6 の多数決で推奨した 20）。このような結論に
至った背景には，両論文の学術的な意味合いが理解された
こと，並びに最初の原稿では不十分であった記述が改訂原
稿では改善されていたことなどが挙げられる。デュアル
ユースの面からの懸念が必ずしも払拭できたわけではない
が，テロや悪用のリスクが直ちに迫っている証拠も希薄な
ことから，バイオセキュリティ面で両論文の公表を拒絶す
るだけの正当な理由は存在しなかったものと考えられる。
一方で，高病原性鳥インフルエンザウイルスによるヒトへ
の偶発的感染がみられる地域の公衆衛生の現状を鑑みれ
ば，新型インフルエンザ発生のサーベイランス向上にこれ
らの論文の成果が直ちに繋がるわけではないことも論議さ
れており，研究による利益とそれによって生じるリスクと
のバランスについては，さらに検討が必要であると考えら
れた。いずれにしても，5 か月に及ぶ論争の末，両論文が
日の目を見ることが決まった 21）。そして，2 つの論文は当
初の懸念をよそに，ほぼそのまま掲載されることとなっ
た 1, 2）。

この頃から，病原体を改変して宿主変更や伝播性の増強
を行う感染症領域の研究が GOF 研究と呼称されるように
なり，Fouchier・河岡両論文はまさに GOF 研究の典型例
として語られるようになった。一方，“Gain-of-Function”
という言葉は元々“Loss-of-Function”の対義語として遺
伝学や分子生物学領域において一般的に使用される用語で
あり，新たに遺伝子を導入もしくは修飾して機能の違いを
見る際に広く用いられてきた。このことが後々誤解を生む
要因となり，バイオセキュリティ・デュアルユースの文脈
で語られる GOF 研究の経緯を理解しないままに研究規制
に対して異論を唱える議論がしばしば出てくることにな
る。

4．GOF研究をめぐる論議

4-1．�高病原性鳥インフルエンザウイルスのGOF研究に
ついてのワークショップ

GOF 研究のデュアルユース問題は，Fouchier・河岡論
文の出版によって一旦は収まるかに見えたが，その後も研
究者を二分する形で議論が続いた。インフルエンザウイル
ス研究に研究資金を供与している HHS は，NIH を介して
提供したグラントがこの 2 つの研究に関与していたことも
あり，研究ガバナンスについての指針を早急に決める必要
に迫られていた。

2012 年 12 月，NIH に関連する多くの関係者が招聘され，
高病原性鳥インフルエンザウイルスの GOF 研究について

のガバナンスを討議するワークショップ「Gain-of-Function 
Research on Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 
Viruses: An International Consultative Workshop」が開
催された。このワークショップの目的は，高病原性鳥イン
フルエンザ（HPAI）H5N1 ウイルスの感染力増加，病原
性増強，宿主範囲の変更を目的としたいわゆる GOF 研究
について，学際的な国際的視点を共有することおよび，
ケーススタディの議論を通じて HHS 資金調達フレーム
ワークの妥当性を検討することであった。

このワークショップで，GOF 研究の資金供与に一定の
指針が示されることを察知したインフルエンザウイルス研
究者たちは，バイオセーフティ・バイオセキュリティに関
する運用状況は既に改善されていると判断し，2013 年 1
月インフルエンザウイルスの動物実験に関する自主的モラ
トリアムの終了を宣言した 22）。これに引き続いて 3 月，
HHS を代表して Patterson らは，前年 12 月のベセスダの
ワークショップでの議論をもとに「HPAI H5N1 ウイルス
の研究に関する意思決定の枠組み」23）という政策レポート
を発表し，“特定の H5N1 GOF 研究提案に対する HHS の
資金提供決定を導くための基準”として，実験の正当性・
非代替性，バイオセーフティやバイオセキュリティの確
保，研究実施に際しての監督など基本的な 7 項目の考え方
を示した。ただし，これはあくまでも基本的考えを示した
指針的なものであり，実際のガバナンスがどのように行わ
れるのかを規定したものではなかった。また，この考えに
基づいて研究資金供与決定の枠組みを作るには，さらなる
規則，規定の作成は必須であった。

4-2．�相次ぐバイオセーフティ・バイオセキュリティ事案
によるGOF研究政策の再考

2013 年 3 月に示された政策レポートで，インフルエン
ザウイルスの GOF 研究実施については一応の決着を見た
ものと考えられていた。ところが，バイオセーフティおよ
びバイオセキュリティの観点から大きな問題になり得る事
象が立て続けに発生した。2014 年 6 月，感染症研究の総
本山である CDC において，84 名もの従業員が感染力のあ
る炭疽菌に曝露された可能性があるという事故が起き
た 24）。これは，作業員が既定の安全手順に従わなかった
ことが原因であった。また同年 7 月，NIH にて“variola”
とラベルされた 6 本のバイアルが発見された 25）。世界保
健総会決議 WHA60.1（2007）により，痘瘡ウイルスの保
有は米国の CDC とロシアの VECTOR 研究所でのみ許さ
れている。したがって，NIH での保有は許されていない
が，回収されたウイルスの遺伝子検査から天然痘（痘瘡）
であることが確認され，事務所の記録により元の標本は
1950 年頃に施設に入れられた可能性が高いことがわかっ
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た 26）。さらに，2014 年 3 月 CDC において，低病原性イン
フルエンザウイルスサンプルを誤って HPAI H5N1 ウイル
スサンプルで汚染する事故が起きていたが，これは基本手
順に違反があったばかりでなく，迅速な事故報告がなされ
なかったことが発覚した 27）。

感染症研究に関する相次ぐ事案の発生を受けて，2014
年 10 月ホワイトハウスは，研究における感染性病原体の
保管と取り扱いに関する規定を見直し，バイオセーフティ
とバイオセキュリティを促進および強化するため対策を講
じることとした。そして，GOF 研究について潜在的なリ
スクとベネフィットを評価するための審議プロセスを開始
すると発表した 28, 29）。ホワイトハウス科学技術政策局

（OSTP）の発表を受けて，NIH の Collins 所長は「State-
ment on Funding Pause on Certain Types of Gain-of-
Function Research」とする通知を出し 30），ホワイトハウ
スが説明した強固で広範な審議プロセス，すなわち
NSABB における協議結果と全米アカデミーの全米研究評
議会からの意見聴取が完了するまで，インフルエンザ，
SARS，MERS ウイルスに対する GOF 研究の資金調達の
停止を決定した。

4-3．GOF研究の評価と監督に関するNSABBの勧告
NSABB はこのマンデートに向けての活動を直ちに開始

し，2014 年 10 月に会合を開いて，潜在的にパンデミック
となり得る病原体を用いた GOF 研究に伴う利点，リスク，
倫理的配慮，バイオリスク評価などの項目について討議が
なされた 31）。ここでの議論の大筋は，GOF 研究のリスク
をゼロにすることは不可能だが，適切な封じ込めにより安
全に実施できるのではないかというものであった。また，
GOF 研究の中止は科学研究の自由と信頼を毀損するもの
だとの考えも出された。一方で，感染症研究・ワクチン開
発・公衆衛生向上を支持する研究者と，安全管理・倫理・
社会科学を主領域とする研究者では，感染症リスクに対す
る視点や認知度も大きく異なり，なかなか共通の認識を持
ちにくいという問題点も横たわっていた。そして，GOF
研究に推進的な立場にある研究者が述べた利点が，必ずし
もリスクを正当化するものではない可能性についても指摘
された。また，DURC の考え方は意図的かつ故意の誤用
に依存している一方で，GOF 研究の危険性には DURC 以
外に事故のリスクも含まれることが指摘された。同年 11
月にも会合が行われ，インフルエンザ，MERS，SARS ウ
イルスに関する GOF 研究の資金凍結について確認がなさ
れた。

2015 年 5 月，NSABB は それまでの議論を取り纏めて，
1）GOF 研究のリスクと利点の評価の設計，開発，実施に
関する助言，2）GOF 研究の評価に対する概念的アプロー

チに関する推奨事項の 2 点を，GOF 研究のリスク・ベネ
フィット解析の枠組みとして提示した 32）。GOF 研究のリ
スク・ベネフィット解析は専門的かつ詳細な検討が必要と
されたことから，全体的な審議プロセスを管理する NIH 
科学政策局（NIH Office of Science Policy）は Gryphon 
Scientific にそのタスクを委託した。そしてその解析は，
1）利益評価，2）バイオセーフティ・リスク評価，3）バ
イオセキュリティ・リスク評価，4） 情報のバイオセキュ
リティ・リスク評価の 4 つの要素に分かれて行われた。こ
うした議論は，NSABB が GOF 研究の評価に対する概念
的アプローチに関する具体的な推奨事項を提供し，また全
米研究評議会と全米アカデミーの医学研究所が生命科学コ
ミュニティを巻き込むフォーラムを開催して，GOF 研究
に対する効果的な監督を確保するための最適なアプローチ
について科学者および一般の人々からのフィードバックを
求める形で進められた。

NSABB による議論は，当初は 2015 年の 8 月に最終勧
告を出すことで調整が進んでいた。しかし，議論は GOF
研究を進めるべきという利点からの観点と，無用なリスク
は回避すべきだとする観点からのぶつかり合い的な面が色
濃く出たものになり，一致した結論を導き出すことに難航
した。Gryphon Scientific はかなり詳細にリスク・ベネ
フィットを炙り出しており，彼ら独自に行ったリスト化と
NSABB が示したリスク・ベネフィットアプローチとの比
較，バイオセーフティ・リスクとバイオセキュリティ・リ
スクについての質的・半定量的評価，及び公衆衛生的視点
や研究開発的視点を取り入れた利益評価の解析を進め
た 33）。こうして，GOF 研究に対するリスク・ベネフィッ
ト評価は 2015 年 12 月になってようやく纏めのレポー
ト 34）が示されたが，1,000 ページを超える大作となったた
め，それを的確に理解・解釈して GOF 研究の在り方評価
に繋げるためには，さらに時間を要した。

難航した GOF 研究に関する審議プロセスだが，翌 2016
年になってようやく最終報告書の作成が決定されることに
な り 35），2016 年 5 月 に「RECOMMENDATIONS FOR 
THE EVALUATION AND OVERSIGHT OF PRO-
POSED GAIN-OF-FUNCTION RESEARCH」36）が出され
た。このレポートの最も重要な点は，以下に示す「調査結
果」と「勧告」からなる。

これで，GOF 研究の定義，安全性の考え方，研究実施
可能性についての概念的側面は整理されたが，具体的な研
究政策の効果的実施方法が示されたわけではなかった。特
に，何をもって GOF 研究の利点がリスクを上回ると認定
するのか，それにはどのような審査要件が必要なのか，ま
た具体的研究の監視体制が確保できるのかなどについて
は，ある意味ケースバイケースで考えるというような含み
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を残した提案であったことは否めない。
このような米国政府並びに NSABB の動きに対して，米

国 感 染 症 学 会（Infectious Diseases Society of America: 
IDSA）は代表的研究者の連名で Journal of Infectious 
Disease 誌の Editorial にコメントを発表した 37）。その内
容は下記のようなもので，多くの研究者が捉える視点から
十分理解され得る代表的なものであった。

5．新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の到来

5-1．�新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）とコウモリの
コロナウイルス

コロナウイルスによる新型感染症が中国の武漢で流行し

ているというニュースが飛び込んできて間もなく，ヒト由
来のこのウイルスがコウモリ由来のコロナウイルスと高い
ゲノム相同性を示すという論文が発表された 38）。RaTG13 
というコウモリ由来のコロナウイルスが新型コロナウイル
ス（本論文発表時点では 2019-nCoV と呼称）と 96.2% の
ゲノム相同性を示すというもので，ACE2 が感染の際の受
容体となることを示した。本論文は，2020 年 1 月 20 日に
投稿され，同 29 日に受諾された。当時の状況を考えれば，
SARS-CoV-2 に関する情報をいち早く出版したいという
Nature 誌の思惑も分からないではないが，投稿からわず
か 9 日で受諾されている。論文の投稿が 1 月 20 日という
ことは，それ以前にかなり入念な情報を入手できており，
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実験にも十分な時間が取れていたことを示している。この
ことは，論文の主研究施設である武漢ウイルス研究所がコ
ウモリのコロナウイルスの研究の中心であるということが
その最大の理由であるが，SARS-CoV-2 に関してかなり核
心的な情報を早期に入手できていたことを示している。責
任著者である Shi らはおそらく本ウイルスがパンデミック
を起こす可能性があることにかなり早く気づいていたもの
とみられる。一方で，WHO が国際的な公衆衛生上の緊急
事態懸念事項（Public Health Emergency of International 
Concern: PHEIC）39）であると宣言したのが 1 月 30 日，そ
の対策を発表したのが 2 月 11-12 日，パンデミック宣言 40）

を行ったのは 3 月 11 日と大きく出遅れた。

5-2．SARS-CoV-2 研究とデュアルユースの懸念
これに引き続いてパンデミックの真っただ中，スイス・

ドイツ・ロシアの共同研究で SARS-CoV-2 をゲノム情報
のみから迅速に作製したという論文が発表された 41）。こ
の研究グループは，中国 CDC がウイルスゲノム情報を公
表後間もなく 1 月 14 日にウイルスの DNA を発注し，2
月 4 日までにすべてを受領，2 月 5 日にはウイルス RNA
を回収，2 月 8 日ウイルスの全長 cDNA を得た後，2 月
12 日にはウイルス粒子を回収している。その間，1 か月足
らずの工程である。

また，これより遅れること 1 年，環状ポリメラーゼ伸長
反 応（Circular Polymerase Extension Reaction: CPER）
により得られた環状ゲノムを感受性細胞にトランスフェク
ションし，ウイルスを高力価で回収できる逆遺伝学的手法
の開発が報告された 42）。このように，合成生物学や逆遺
伝学を利用した技術によるウイルス合成は，インパクトの

ある研究で応用価値も高いものと考えられるが，その後そ
れがどのように有効利用されたのかの具体的な成果は明確
には提示されていない。

SARS-CoV-2 のデルタ株が下火になり，弱毒オミクロン
株が感染の主流となってきた 2022 年 10 月に bioRxiv（プ
レプリント雑誌）に論文が掲載された 43）。オミクロン株
の S タンパクの骨格を祖先株のもので入れ替えたウイル
スは強毒化ウイルスとなり致死率の増加をもたらしたとい
うものである。しかし，敢えてこのようなウイルスを作製
する意義がどこにあるのかという議論が起き，著者らは

「致死率の増加はあくまでもマウスでの結果であり，ヒト
では関係ない」と火消しに躍起になった。

このような研究に対して，バイオセキュリティ政策に詳
しい Koblentz らは，デュアルユース性に研究者たちが気
づいていないことの問題を指摘し，将来の生物学的事象の
脅威を不注意に増大させることを避けなければならないと
主張した 44）。

5-3．SARS-CoV-2 の起源とGOF研究
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック

が宣言されて間もなく，SARS-CoV-2 は人獣共通感染症起
源であり，その媒介動物としてマレーセンザンコウの可能
性があるとの論文が発表された 45）。その内容は「SARS-
CoV-2 が実験室で構築されたものではなく，意図的に操作
されたウイルスでもない」という趣旨のもので，ウイルス
起源に関する科学的証拠となるデータが揃わないなか，敢
えてこのような論文を提示することの意義が分かりにくい
上に，感染制御への実質的な寄与は低いものであった。本
論文の主張は「SARS-CoV-2 スパイクタンパク質のヒト
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ACE2 への高親和性結合は，ヒトまたはヒト様 ACE2 に
対する自然選択の結果であり，SARS-CoV-2 が意図的な操
作の産物ではないという強力な証拠がある」「スパイクの
2 つのサブユニットである S1 と S2 の接合部にある多塩基
性切断部位（RRAR）は，フリンで切断されウイルスの感
染力と宿主の範囲決定に関わっているが，他の種でも発見
される可能性が高い」「一部のセンザンコウコロナウイル
スは，受容体結合ドメイン（RBD）の SARS-CoV-2 と強
く類似しており，SARS-CoV-2 のスパイクタンパク質がヒ
ト様 ACE2 に結合するように最適化されていることが自
然選択の結果であることを明確に示している」とした。本
論文がインパクトの高い Nature Medicine 誌に掲載され
たこともあり，これが新型コロナウイルス起源の考え方に
大きな影響を及ぼした。しかし，コロナウイルスの元宿主
であるコウモリとマレーセンザンコウの生息域を考えれ
ば，武漢で自然発生的に流行が始まったことを裏づける決
定的な根拠とはならないことは明白であった。また，これ
まで RaTG13 よりも SARS-CoV-2 とのゲノム相同性が高
いセンザンコウコロナウイルスは見つかっていない。さら
には，本論文の最大の主張の根拠となる引用論文が 2014
年のものであり，その後の研究実態を踏まえていないとの
指摘もなされた。

このようななか，SARS 様コロナウイルスの GOF 研究
としてある論文が注目を浴びるようになった 46）。この研
究 は， 中 国 の キ ク ガ シ ラ コ ウ モ リ か ら 単 離 さ れ た
RsSHC014-CoV 配列から，新しい人獣共通 CoV スパイク
タンパク質をコードするキメラウイルスを構築するもの
で，キメラ SHC014 ウイルスは SARS ウイルス受容体ヒ
トアンジオテンシン変換酵素 II（ACE2）の複数のオルソ
ログを効率的に使用し，ヒトの気道上皮細胞中で効率的に
複製した。また，作製したウイルスは in vivo で病気を引
き起こし，現在の治療薬から逃れる能力があることが示さ
れた。分りやすく言えば「ヒトに感染する可能性のある
SARS 様コロナウイルスを人工的に作製した」ことを示し
た論文である。ここで問題となったのが，研究の内容もさ
ることながら，本研究が 2015 年に最初にオンライン公表
さ れ た 際 に，USAID-EPT-PREDICT 研 究 資 金 が Eco-
Health Alliance から中国武漢ウイルス研究所の Shi に供
与されていたことが伏せられていたことである。さらに
は，GOF 研究であったにも関わらず，米国政府の適切な
管理・監督を受けていなかったことも判明した。本研究
は，COVID-19 の原因となった SARS-CoV-2 が人工的に作
られたという説（著者註：あくまでも未検証）の根拠とし
て使われていることの引き合いに出される論文として知ら
れる。なお，2024 年 1 月，米国保健福祉省（HHS）は疑
惑の渦中の EcoHealth Alliance と会長の Daszak に対して

5 年間の公的研究資金の受領を禁止した。
SARS-CoV-2 の 起 源 は 今 な お 不 明 で あ る が，Lancet 

Covid-19 Commission の議長を務めた Sachs の米国議会で
の証言によれば，ランセット委員会は COVID-19 起源に
関する証拠を綿密に追跡し，実験室起源と自然起源の両方
の可能性があるという結論に達したという 47）。彼は
SARS-CoV-2 が自然起源のみならず実験室から出現した可
能性があると考える理由として，以下の点を挙げている。

・�SARS-CoV-2 ゲ ノ ム に フ リ ン 切 断 部 位（Furin 
Cleavage Site: FCS）をコードする配列が存在するが，
数百の SARS 関連サルベコウイルス（Sarbecovirus）
の中で，FCS 配列を持つ唯一のウイルスである。

・�2006 年以降，FCS 配列がコロナウイルスを研究する
科学者による積極的な研究対象となっていた。

・�米国の科学者が SARS 関連のコロナウイルスに FCS
を挿入する高度な技術を開発していた。そして，米国
と中国の科学者のパートナーシップ（特に EcoHealth 
Alliance，ノースカロライナ大学，武漢ウイルス研究
所）のもと，2018 年（COVID-19 が発生する 1 年前）
に FCS 挿入実験を明示的に提案する助成金申請書を
DARPA に提出した事実がある。

勿論，このような論議があるからといって，新型コロナ
ウイルスが実験室からの漏出であるという明確な証拠はど
こにもないし，多くの論文が自然発生説を支持している。

6．�ePPP（enhanced Potential Pandemic Patho-
gen(s)）作製研究のガバナンス

6-1．GOF研究の監視に関する新たなNSABBレポート
COVID-19 パンデミックを経験したことにより，関連の

科学者や政策担当者たちの間で，ウイルスの起源の如何に
関わらず，GOF 研究を安全かつ適切な形で管理する必要
があるとの議論が再燃した。

GOF 研究の監督・管理の在り方については既に述べた
と お り， 紆 余 曲 折 を 経 て 出 さ れ た 2016 年 5 月 の「A 
Report of the National Science Advisory Board for 
Biosecurity. RECOMMENDATIONS FOR THE EVALU-
ATION AND OVERSIGHT OF PROPOSED GAIN-OF-
FUNCTION RESEARCH」36）にある勧告にしたがって運
用されてきた筈であった。しかしながら，その実態は
EcoHealth Alliance のコウモリコロナウイルスに関する研
究で明らかになったとおり，適切に行われていたとは言え
ないものであった。また，SARS-CoV-2 が，それまでの
GOF 研究において定義していた ePPP とは異なり，高病
原性とは言えないが伝染性（伝播性）の非常に強いもので
あったがゆえにパンデミックとなったことに焦点が当てら
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れた（※ここでは，SARS-CoV-2 ウイルスが GOF 研究に
よって作られたという文脈ではなく，あくまでも GOF 研
究を懸念する際の引き合いとして述べている）。

2022 年 2 月，米国政府は，バイオセキュリティ国家科
学諮問委員会（NSABB）に，①ホワイトハウス科学技術
政策局（OSTP）と保健福祉省（HHS）が管理・監督して
きた「強化された潜在的パンデミック病原体 （ePPP）に
関する研究」および，②米国政府が研究並びに実施研究機
関に対して管理・監督してきた「DURC」の 2 つの主要な
米国バイオセキュリティ政策枠組みの有効性を評価し，新
たな勧告案を提出するよう依頼した。これを受けて，
NSABB は改訂すべく議論を開始した。

ワーキンググループ活動などを通じて議論を重ねてきた
NSABB は，2022 年 9 月 に「Potential Pandemic Patho-
gen Care and Oversight (P3CO) Policy Review」として
パブコメも含めた議論，並びに「USG DURC Policies 
Review and Evaluation」を主な議題として会議を行った。

“Draft Findings and Recommendations”に対するコメン
トが，我々の研究グループを含む 4 つのグループから書面
にて寄せられ 48），提言書作成の参考意見となった。我々
の主張は，これまでの GOF 研究（ePPP 作製研究）が公
衆衛生・医療問題にどのように貢献してきたのか具体的に
検証する必要があるというもので，COVID-19 後の時代に
おける ePPP 作製 GOF 研究の真の意義や研究ガバナンス
の在り方について改めて考える時が来ているというもので
あった 49）。

2023 年 1 月 27 日 の NSABB 会 議 で「Draft Findings 

and Recommendations: Proposed Biosecurity Oversight 
Framework for the Future of Science」が議題となるな
か，その前日，156 人ものウイルス学者が名を連ねて米国
微生物学会のジャーナルである mSphere，mBio，Journal 
of Virology の 3 誌に「Virology under the Microscope ─ 
a Call for Rational Discourse」という論説記事 50-52）を掲
載し，合理的な言説を行うよう呼び掛けた。これは，著者
となったウイルス研究者たちにとって研究規制が強く起き
ることに対する危機感の表れとみることができる。多くの
研究者が著者として名を連ねているため，大きなインパク
トを示し，意見にも相応の重みがある。但し，この主張は
やや過剰反応とも取れる点があり，GOF 研究に対する考
え方について，NSABB での議論の進め方と食い違う解釈
をしている可能性があることは否めない。要旨に書かれた
一節「A small but vocal group of individuals has seized 
upon these concerns （少数だが声高なグループがこれら
の懸念を取り上げている）」は，やや攻撃的な論調となっ
ている。掲載記事についてはすべての著者がその内容に責
任を負うので，156 人の研究者全てが記載内容と同じ意見
であることが前提ではあるが，GOF 研究に対して全員が
全く同じ捉え方をしているとは考えにくく，主著者の意見
が強く反映されたものとなっている可能性もある。

6-2．GOF研究の監視に関する新たなNSABBレポート
米国政府の負託を受けた NSABB は，GOF 研究のガバ

ナンスについて多方面から熟議を重ねてきた。また，広く
一般にも意見照会を求めており，数多くの提案を取り入れ
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た上で改訂の機会を設けてきた。その内容は，安全な研究
実施や的確な管理監督に重きを置いたものであり，研究内
容を過度に制限しているものとはなっていない。このよう
な経緯を経て，2023 年の 3 月，NSABB は COVID-19 後
の新たな GOF 研究に対する指針として改訂レポート「A 
Report of the National Science Advisory Board for 
Biosecurity. PROPOSED BIOSECURITY OVERSIGHT 
FRAMEWORK FOR THE FUTURE OF SCIENCE. 
March 2023」を発表した 53）。前回（2016 年）のレポー
ト 36）から新たに加わった主な視点と勧告は，下記のとお
り（著者の判断による抜粋）。

6-3．�米国政府による DURC と ePPP 作製研究に対する
新たな監督政策

これらの意見を総合的に取りまとめ，パブリックコメン
トも勘案した上で米国政府が 2024 年 5 月に出した「United 
States Government Policy for Oversight of Dual Use 
Research of Concern and Pathogens with Enhanced 
Pandemic Potential」54）は，1 年の公知期間を経て 2025 年
5 月 6 日から実施されることになっており，研究者や関連
ステークホルダーにとって理解並びに準備する機会が与え
られている。また，その実施に当たってのガイダンス

「IMPLEMENTATION GUIDANCE for the United States 
Government Policy for Oversight of Dual Use Research 

of Concern and Pathogens with Enhanced Pandemic 
Potential」55）も発表されている。これらの新規実施要領の
中で特筆すべきは，下記の 3 点に要約される。

1）�本要件は NIH が資金提供するすべての研究に適用され
る。

2）�監督要件は下記の 2 つのカテゴリーからなる。
  　「カテゴリー 1 研究」DURC
  　�「カテゴリー 2 研究」パンデミックの可能性が強化され

た病原体（PEPP）
3）�研究に資金を提供すべきではないと米国政府が特定し

た国「懸念国」には，カテゴリー 1 またはカテゴリー
2 の研究に資金を提供しない。

  　懸念国：�朝鮮民主主義人民共和国，イラン・イスラム
共和国，ロシア連邦，中華人民共和国（香港
とマカオの特別行政区も含む），キューバ共和
国，シリア・アラブ共和国，ベネズエラ・ボ
リバル共和国

7．おわりに

2025 年 5 月 6 日 か ら， 米 国 に お い て DURC 並 び に
ePPP を作製する GOF 研究についての新たな政策が実施
されようとしている。2011 年の高病原性鳥インフルエン
ザ ウ イ ル ス 宿 主 変 更 研 究 に 端 を 発 す る 数 々 の 議 論，
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COVID-19 についての種々の研究に対する懸念や SARS-
CoV-2 の起源に関する議論，そして，ポストコロナ時代に
おける新たな感染症研究のガバナンスと，時代が進むにつ
れて先進生命科学技術の感染症研究への安全かつ有効な利
用法や DURC/ePPP 研究についての適正な管理・監督の
在り方をめぐる議論が進んできた。我々は，歴史に学び，
英知を結集し，人類の健康増進のためにバイオセーフティ
並びにバイオセキュリティの知識を生かしつつ，感染症研
究，医療向上，公衆衛生対策を進めなければならない。

感染症研究では，安全な研究の実施とともに DURC の
問題が顕在化してきている。我々は近年，この問題に対し
てボトムアップ・ガバナンスを実現するための 3 つのアプ
ローチを示した 56）。より社会意識の高い開かれた感染症
研究を発展させる上でも，トップダウン的なアプローチだ
けでなく，多様なアクターが関与する協調的でネットワー
ク化されたガバナンスが不可欠になるものと考えられる。
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The Debate over GOF Research and U.S. Oversight Policy

Nariyoshi Shinomiya

Visiting Senior Researcher, Research Center for Biosafety,  
Laboratory Animal and Pathogen Bank National Institute of Health

Abstract　Recent advances in life science technology have made it possible to create infectious virus 
particles from scratch. In addition, coupled with the advancement of synthetic biology and reverse 
genetics, viruses with desired properties can be made by modifying genomes. Research into potential 
pandemic pathogens (PPP) such as causative agents of influenza, MERS, and SARS to enhance 
transmissibility or change host ranges is called gain-of-function (GOF) research, which is said to be a 
powerful tool in predicting viruses that will become emerging infectious diseases. On the other hand, 
creating pandemic viruses poses the risk of causing an outbreak of infection if they are leaked. Since the 
Fouchier-Kawaoka papers became a problem in 2011, discussions on proper oversight of GOF research 
have gone through many twists and turns. Here, this review provides an overview of the debate on the 
origin of COVID-19 as related to GOF research as well as the perspective of dual-use research of 
concern (DURC). The process that led to the new oversight policy for DURC and ePPP research is also 
explained, which the U.S. government is planning to implement in May of this year.

Key words：�DURC (Dual-Use Research of Concern), GOF Research (Gain-of-Function Research), 
COVID-19, NSABB (National Science Advisory Board for Biosecurity), ePPP (enhanced 
Potential Pandemic Pathogens), P3CO (Potential Pandemic Pathogen Care and Oversight)
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1．はじめに

ライフサイエンス研究の実施にあたり，社会に対する信
頼性と安全性を担保した研究環境を提供・整備することは
研究機関の重要な責務である。オープンアクセスの概念の
浸透や国際共同研究の活性化に伴い，実験環境の整備や運
営は世界基準での対応が求められている。安全保障の観点
からは「細菌兵器（生物兵器）および毒素兵器の開発，生
産および貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」が生物兵器
を禁止する国際的な法的枠組みとなっているほか，国際連
合の安全保障理事会は「決議 1540」を採択し，生物兵器
などの大量破壊兵器の拡散を防止するための国際協調体制
の構築を制定している。一方で，バイオハザードに対する
安全管理の基準や実践，管理体制は各国ごとの法律により
相違があるのが現状であり，国際共同研究を進める際には
海外の管理の現状や国際動向を把握することが重要であ
る。

欧州では，欧州連合（EU）や欧州安全保障協力機構，
欧州評議会などの国際機関による枠組みのもとで，安全保
障や公衆衛生に関わる統一的な政策対応を策定する取り組
みが進められている。スペインにおいては，「国家バイオ
セキュリティ計画」を制定し，国家レベルでバイオセーフ
ティへの対応を進めている。本稿では，スペインの法規制
を紹介し，バイオセーフティ・バイオセキュリティ管理の
最新の状況について解説する。

2．スペインにおけるバイオセーフティ

EU 指令 89/391/EEC では EU における労働安全衛生に
関する基本的な枠組みを定めており，その中の個別指令
2000/54/EC では生物学的因子（Biological agent：遺伝子
組換えされたものを含む微生物，細胞培養物，ヒトの体内
寄生虫であって，感染症やアレルギー，毒性を引き起こす
可能性のあるもの）にさらされるリスクに対応するための
具体的な要求が規定されている。スペインではこれらの指
令を基に，生物学的因子にさらされる労働者の安全に関す
る国内法として，王令 Real Decreto（RD）664/1997 が整
備されている 1）。この法令は，生物学的因子を取り扱う労
働者の健康と安全を守るための行動基準、防護措置，責任
体系を定めるとともに，生物学的因子を取り扱う施設にお
ける物理的封じ込めや作業手順など管理運用上の技術的な
対策を詳述している。

2-1．生物学的因子の分類
王令 RD 664/1997 1）の中で，生物学的因子は感染のリ

スクに応じて 4 つのリスクグループに分類されており（表
1），ヒトに感染症を引き起こすことが知られている病原体 

（細菌，ウイルス，プリオン病の原因物質，寄生虫，真菌）
がリスクグループの分類とともにリスト化されている（表
2）。政府が発行する公式文書である王令内で，病原体全般
のリスクグループについて明記されている点が日本と大き
く異なる。グループ 2 に分類される「コロナウイルス科」
という用語は，省令 Orden TES/1180/2020 2）によって以

　解　　　説

スペインにおけるバイオセーフティ・バイオセキュリティ管理について
三浦　詩織

新潟大学　研究統括機構　研究倫理・リスク管理部門

　要旨：世界基準でのバイオリスクマネジメントに対応するためには，海外の現状や最新動向を把
握することが重要である。欧州では，国際条約や EU 指令により世界基準・欧州基準を満たした統
一的な政策対応が策定されており，それらを基に各加盟国で国内法が整備されている。スペインで
は，国家安全保障戦略として「国家バイオセキュリティ計画」を定めている。感染リスクに基づ
き，病原体を法令内で全般的に分類しているほか，国家バイオセキュリティ委員会の設置や研究機
関のネットワーク化を進めるなど，日本とは異なる措置によりバイオハザードに対応する体制を整
えている。本稿ではスペインのバイオセーフティ・バイオセキュリティ管理の最新事情について法
規制を中心に解説する。

　キーワード：�スペイン，EU，バイオセーフティ，バイオセキュリティ，バイオリスクマネジメ
ント
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下のように分類されている。
《コロナウイルス科》ベータコロナウイルス	
重症急性呼吸器症候群コロナウイルス（SARS-CoV）

…グループ 3
重症急性呼吸器症候群コロナウイルス 2（SARS-CoV-2）

…グループ 3
中東呼吸器症候群コロナウイルス（MERS-CoV）

…グループ 3

病原性が知られている他のコロナウイルス科
…グループ 2

2-2．施設の要件
王令 RD 664/1997 1）においては，実験室のバイオセー

フティに関するマニュアルも規定している。第 15 条では
実験室での取り扱いの際の感染リスクを最小限に抑えるた
めの施設の要件が定められている（表 3）。第 4 条にはリ

表 1　王令 RD 664/1997 で定める生物学的因子の感染リスクに応じたグループ分類

表 2　王令 RD 664/1997 の付録 II で定める生物学的因子のグループ分類の例（抜粋）

感染リスクに応じたグループ分類のほか，以下の情報も記載されている
A：アレルギーの可能性あり
D：暴露された労働者のリストを 10 年以上保存する必要がある
T：毒素の生成
V：有効なワクチンが入手可能
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スクアセスメントの実施についても記載があり，生物学的
因子の暴露によりもたらされるリスクの特定と評価を繰り
返し行うことが定められているほか，リスクアセスメント
の結果に応じた封じ込めレベル（生物学的封じ込めレベル
Nivel de Contención Biológica：NCB）での作業の実施が
義務付けられている。

2-3．情報提供
リスクグループ 2，3，4 の生物学的因子を初めて使用す

る場合は，作業開始の少なくとも 30 日前までに労働当局
への事前の届出が必要である。また，当該生物学的因子に
よる労働者の健康障害の発生のおそれ，もしくは生物学的

因子の漏洩による公衆衛生上の危害発生のおそれがある事
故や実験が発生した場合には，労働当局または保健当局へ
報告することが法令で定められている。

2-4．作業者の行動規範
王令 RD 664/1997 1） では，責任者が労働者に対してとる

べき必要な措置として，「飲食や喫煙の禁止」「保護具の着
用」「洗眼剤や皮膚消毒剤のあるトイレと洗面所の整備」

「保護具の保管スペースの確保，機能性の確認」「サンプル
入手，管理，処置の手順の明記」などが記載されているほ
か，個人衛生のための時間を就業中，昼食前，退勤前に
10 分間ずつ確保することを義務付けている。個人用保護

表 3　実験室に適用される封じ込め措置（王令RD664/1997 付表 IV）
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具（PPE）を使用する際の最低限の安全衛生要件について
は，王令 RD 773/1997 3）（RD 1076/20214）により修正）に
定められており，生物学的因子が含まれるエアロゾル，液
体，物質・人・動物などを用いる際に PPE が必要となり
うる作業例と使用すべき PPE の種類が付属書 III に記載
されている。

労働者に対しては教育訓練の受講が王令内で義務付けら
れているが，国で標準化されたカリキュラムや研修プログ
ラムなどはなく，研究機関ごとに訓練を行っている。

3．スペインにおけるバイオセキュリティ

スペインは，2019 年に省令 Orden PCI/168/2019 5）を定
め，「国家バイオセキュリティ計画」を公表している 6）。
この計画の目的は，病原体や毒素などの生物学的因子が取
り扱われる施設における効果的な保管，アクセス管理，物
理的保護，および安全な輸送を可能にするために必要な対
策を策定することである。「国家バイオセキュリティ計画」
を基にしたバイオセキュリティ対策に貢献するため，国家
バイオセキュリティ委員会の設立や研究所ネットワークの
構築が行われている。さらに外務省，EU，関連省庁と連
携し，国際および国内の制度的構造や国内の法的枠組みな
どを記載した「バイオセキュリティマップ」を発行してい
る 7, 8）。

3-1．�国家バイオセキュリティ委員会（la Comisión 
Nacional de Biocustodia）

国家バイオセキュリティ計画を発表した省令 PCI/ 
168/2019 5）の第 4 条において，国家バイオセキュリティ
委員会の設立を定めている。委員会任務は以下の通りであ
る。
・国際的なバイオセキュリティ基準や規制にスペインの政

策を整合させるための対応を進める
・研究機関からの生物学的因子の取り扱いに関する申請等

を精査する
・生物学的因子の取り扱いや機密情報へのアクセスについ

て，調査・確認が必要な施設を管轄当局に提言する
・生物学的因子を用いて実施されるすべての活動を監督・

検証する
・国家領域内における病原体の移送および輸送のためのセ

キュリティ対策や保管条件を決定する
・関係機関と連携し，バイオハザードが発生した場合の対

応戦略を策定する
・バイオセーフティおよびバイオセキュリティに関する啓

発や，科学者や研究施設に対する行動規範に関する教
育，訓練などの活動を推進する

・関連施設の物理的防護を定義し，バイオセーフティおよ

びバイオセキュリティの要件を更新する
・生物学的警告研究所ネットワーク（RE-LAB）から定期

的に提供される情報を収集し，分析する
・自治体レベルの同等の機関との連携を確保する

3-2．生物学的警告研究所ネットワーク（RE-LAB）
生 物 兵 器 に よ る 攻 撃 へ の 対 応 と し て， 省 令 Orden 

PCI/1381/2018 9）の発出により，「生物学的警告研究所ネッ
ト ワ ー ク」（Red de Laboratorios de Alerta Biológica：
RE-LAB）が設立された。RE-LAB は科学・技術革新省の
管轄により運営されており，高度な生物学的セキュリティ
施設を備えた 12 の標準研究機関と 1 つの協力研究機関で
構成されている（図 1）。スペインの主要な生物研究機関
を RE-LAB ネットワークで相互に接続し，データや技術
的サポートを集約・共有することで，生物学的因子による
リスクや脅威を迅速かつ効果的に検知・特定することがで
きる。RE-LAB は，バイオハザードに対する安全性を確保
し，必要な措置を講じるための科学技術インフラとして，
国家レベルで機能しているほか，フォーカルポイントであ
るカルロス 3 世衛生研究所を介して他国の研究所ネット
ワークとの調整も行っている。

3-3．輸送について
欧州における感染性物質を含む危険物の道路輸送につい

ては，「道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
（European Agreement Concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road：ADR）」が締結
されており，EU 各国の国内輸送にも適用される。スペイ
ンでの輸送については，ADR のガイドラインに準じて，
陸 上 輸 送 の 規 制 に 関 す る 法 律 Ley16/1987 10）（Ley 9/ 
2013 11）により修正）が定められており，その法令の基に
危険物の道路輸送に関する規制である王令 RD 97/2014 12）

が制定されている。あらゆる輸送手段による感染性物質の
輸送に関する国際基準は国連危険物輸送専門家委員会

（UNCETDG）の勧告に基づいている 13）。適切な分類，包
装，表示，書類の同梱など感染性物質の輸送にあたる適正
な措置は荷送人の責任によるものであり，輸送および積み
下 ろ し を 行 う 会 社 に 対 し て は 省 令 Orden FOM/605/ 
2004 14）に規定されているトレーニング要件を満たした安
全アドバイザーを配置することが義務付けられている 15）。

生物学的サンプルの輸出入は RD 65/2006 16）およびその
付属文書である省令 Orden SAS/3166/2009 17），植物有害
生物の輸出入については RD 58/2005 18）が整備されている。

4．スペインの主要な研究センター

スペインの基準施設となる国立研究所は，国立微生物学
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センター（Centro Nacional de Microbiologia：CNM）で
ある。カルロス 3 世衛生研究所（Saint Carlos III Health 
Institute）の一部であり，感染症に関する国立標準研究所
である。同センターは国家認定機関（Entidad Nacional 
de Acreditacion：ENAC）から臨床検査室の国際規格
ISO 15189 の認定を受けている。国立農業・食品研究技術
研究所　動物衛生研究センター（Centro de Investigación 
en sanidad animal：CISA）はマドリッドにあり，NCB3
および NCB4 の実験室を有する。口蹄疫，ブルータング，
ペスト，リフトバレー熱，ウエストナイル熱，伝達性海綿
状脳症，ウサギ出血病など，感染力の強い動物疾病の診断
および研究を行う高度封じ込め研究施設である。カタルー
ニ ャ 動 物 衛 生 研 究 セ ン タ ー（Centre de Recerca en 
Sanitat Animal：CReSA）はバルセロナ大学のキャンパス
内にあり，NCB 3 実験室を 6 室備えている。アフリカ豚
熱ウイルスのほか，西ナイルウイルス，リフトバレー熱ウ
イルス，動物インフルエンザウイルス，MERS コロナウ
イルスを含む人獣共通感染症の病原体に関する実験を行っ
ている。

現 在， バ イ オ 医 薬 品 会 社 GSK が the Tres Cantos 
Global Health R&D center に NCB4 実験室を建設中であ
る。製薬会社としては世界初の BSL-4 を有する研究所と
なる。

5．おわりに

スペインでは，国際的な条約や EU 指令に基づき，バイ
オセーフティおよびバイオセキュリティに関する複数の国
内法が整備されており，生物学的因子の取り扱いに対して

国家レベルで規制が行われている。感染症を引き起こす病
原体全般のリスクグループを国の法令で定め，暴露に伴う
リスクの特定と評価を継続的に実施することを明記してい
る。また，生物学的因子を取り扱う国内の主要な研究機関
のネットワークを構築し，危機管理を支援するためのデー
タベースや情報，科学技術を共有している。生物学的因子
によるリスクの迅速な検出・同定と危機管理対策に必要な
専門的かつ最適化・正規化された研究機関ネットワークや
科学技術インフラを，国が提供できる体制が整っている。

生物兵器や実験室からの病原体流出など，意図的・偶発
的なバイオハザードによる社会への影響を最小限に抑える
ため，世界各国でバイオリスクマネジメントに関する取り
組みが進められている。一方で，バイオセーフティ・バイ
オセキュリティ管理の原則や実践，基準などは各国ごとの
法令改正や感染症の蔓延など社会情勢にも左右される極め
て流動的なものである。国内のみならず海外のバイオリス
クマネジメントについての法規制や管理基準などの現状や
動向に関する知見を得ることは，我が国の研究環境の国際
化を進めるうえで有用な情報となると考える。
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外派遣事業によるものである。スペインへの派遣をご支援
いただいた日本バイオセーフティ学会，およびスペインに
おける法規制についてご助言をいただいたムルシア大学
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所 Olga Fernandez 博士に深謝する。

図 1　RE-LAB 構成研究機関
RE-LAB は，人間の健康，動物の健康，植物の健康，食品の安全性，環境衛生のリスク領域に特化した 12 の標準研究
機関と 1 つの協力研究機関で構成されている
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Biosafety and Biosecurity Management in Spain

Shiori Miura

Department of Research Ethics and Biorisk Management,  
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Abstract　In order to respond to global standards for biosecurity management, it is important to 
understand the current situation and latest trends in other countries. In Europe, international treaties 
and EU directive have been used to formulate unified policy responses that meet global standards and 
European standards, and national laws have been developed for each member state based on these. In 
Spain, the “National Biosecurity Plan” has been established to contribute to biosecurity measures. Under 
national laws and regulations, a system is in place to respond promptly and appropriately to biogenic 
risks and threats through measures that differ from those in Japan, such as risk classification of a wide 
variety of pathogens, establishment of a national biosecurity committee, and networking of research 
institutes. This article provides an overview of the latest developments biosafety and biosecurity man-
agement in Spain, with a focus on legal regulations.
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1．はじめに

アメリカでは，2001 年の 9.11 同時多発テロと，それに
続く炭疽菌郵送事件のあと，バイオテロに備えるための対
抗医薬品の研究開発に多額の資金が注ぎ込まれるように
なった。対抗医薬品事業の政策的枠組みは，次第に，自然
発生的な感染症を含める形へと変化した。それが，新型コ
ロナワクチンの迅速な開発につながったという話題は，本
連載シリーズの第 1 回目の原稿でも取り上げたところであ
る 1）。

新型コロナによるパンデミックを経て，自然発生的な感
染症の脅威に備えるための事前準備の重要性は，ますます
高まっている。しかし，個人，テロ組織，あるいは国家に
よる病原体の悪用の脅威が全く無くなったわけではない。
むしろ，人工知能（Artificial Intelligence: AI）という新
たな科学技術の出現や国際情勢の緊迫化によって，その脅
威は，炭疽菌郵送事件の直後よりも高まっている。

本稿では，そのようなバイオセキュリティの脅威の変化
について分析する。まずは，予防措置や被害低減措置な
ど，バイオセキュリティの基本となる考え方についての議
論を振り返る。次に，大規模言語モデル（Large Lan-
guage Models: LLMs），バイオデザイン，実験室の完全自
動化など AI による科学技術の進展が，どのように悪用の
脅威を高めるのかについて考察する。最後に，国際情勢の
変化を踏まえて，今後のバイオセキュリティの在り方を検
討する。

2．バイオセキュリティの基本的な考え方について

2001 年の 9.11 同時多発テロから数週間後，炭疽菌芽胞
の入った封筒が，アメリカの報道機関や上院議員のオフィ
スに送付された。わずか 1，2 g の炭疽菌芽胞の入った数
枚の封筒で，22 名が皮膚炭疽あるいは肺炭疽を発症し，
うち 5 名が死亡した 2）。連邦捜査局（Federal Bureau of 
Investigation: FBI）の捜査によって，アメリカ陸軍感染
症研究所の科学者であるブルース・アイビンス（Bruce E. 
Ivins）が単独で犯行を行っていたことが明らかになって
いる 3）。

犯行に使用された炭疽菌芽胞は，9 月と 10 月の 2 回に
分けて送付されていた。10 月に送付された芽胞には，不
純物がほとんどなく，封筒を開封すると同時にエアロゾル
化したことが確認されている 4）。冷戦時代，アメリカと旧
ソビエト連邦が，病原体のエアロゾル化に成功している
が，当時は，国家規模のプロジェクトでなければ達成でき
ない技術であった。FBI の資料によると，アイビンスは，
勤務時間外の 15 時間で，粒子の細かい炭疽菌を製造する
ことに成功している。

2001 年の炭疽菌郵送事件以降，多くの国で，実験施設
バイオセキュリティに関連する法律，規則および基準が整
備された。実験施設バイオセキュリティとは，病原体の紛
失，盗難，転用，および意図的な悪用を防ぐための取り組
みである。その取り組みには，病原体のリスク評価，アク
セス制限，研究試料の管理などバイオセーフティと共通す
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るものが多くある 5）。加えて，情報セキュリティ，物理的
セキュリティ，保安部門との連携などが必要とされる。

病原体および生命科学技術が，実験施設の内部あるい
は，外部の人間によって不正に使用されるリスクを低減す
るためには，トップダウンによる規制の強化だけではな
く，科学者の意識の向上を促すボトムアップの取り組みも
重要と考えられている 6）。具体的な例としては，行動規範
の策定や教育プログラムの導入などが挙げられる。科学コ
ミュニティによる積極的なボトムアップの取り組みが，生
命科学分野における責任文化の醸成に寄与すると期待され
ている。

生物兵器の軍縮および不拡散の国際的な合意としては，
生 物 兵 器 禁 止 条 約（Biological Weapons Convention: 
BWC）がある。実験施設レベルから国際社会全体に至る
まで重層的に予防措置が講じられることで，バイオセキュ
リティのリスクを最小限に抑えることができると考えられ
ている。しかし，病原体の意図的な放出を完全に防止でき
るという保証はないので，バイオディフェンスの強化が必
須となる。

バイオディフェンスとは，生物兵器攻撃から市民および
軍人を防護するための取り組みである。それらの取り組み
には，諜報活動，攻撃者の特定，検知，サーベイランス，
診断，医学的対処などが含まれる。諜報活動によって，生
物兵器の開発を早期に探知できれば，攻撃そのものを阻止
することができる。微生物鑑識の技術の向上などによっ
て，攻撃者の特定が容易となれば，犯人逮捕あるいは，報
復攻撃につなげることが可能になる。

それらの取り組み以上に，バイオディフェンスの中核と
なるのは，検知から医学的対処に至るまでの被害低減措置
である。感染症の異常なアウトブレイクを早期に発見する
ためには，サーベイランスシステムの運用が有効とされて
いる。臨床および実験室診断によって，原因となる病原体
が特定されれば，被害者に適切な処置を施すことができ
る。事前準備によって，攻撃のあとでも犠牲者の数を大幅
に減らせるというところが，バイオディフェンスの最大の
特徴である 7）。

迅速に被害を低減できる体制が整備されれば，攻撃者に
とって生物兵器を使用するメリットがほとんどないという
状況を作り出すことができる。バイオディフェンスの強化
には，そのような「抑止」の意味も含まれている。重層的
な予防措置と被害低減措置を合わせて，予防の包囲網

（Web of Prevention）を形成することが，多様な行動主体
がもたらす脅威を削減することにつながる 8）。

3．AI の進歩による脅威の変化

Open AI の「Chat GPT」や Google の「Gemini」など，

LLMs の進歩は，世界経済の産業構造に革新的な変化をも
たらすであろうといわれている。LLMs は，文書の要約，
言語の翻訳，質問に答えるなどの多様なタスクを実行する
ことができる。生命科学の分野においても，LLMs の活用
によって，文献検索や実験結果の解析など，さまざまなプ
ロセスで効率化が促進されることが期待できる。

一方で，悪意のある行動主体が，危害を加える目的で，
毒素や細菌，ウイルスを使用する方法についての知識を，
LLMs を通じて入手することが懸念されている 9）。LLMs
は，病原体が保管されている研究施設や，実験技術を習得
するために必要なツールやリソースについての情報を得る
のに役立つであろう。また，テロリストが，大規模な生物
兵器攻撃の計画を立案するときにも LLMs を使用する可
能性がある 10）。

しかし，LLMs によって，迅速な情報収集が可能になる
とはいえ，その情報源は，もともとインターネット上で公
開されているものなので，新たな脅威を生み出しているわ
けではないという指摘もある。また，LLMs は，誤った情
報を真実であるかのように提示して，「ハルシネーション

（幻覚）」を見せることもあるので，結局，専門知識がなけ
れば，その情報が正しいのかどうかを判断することは難し
いであろう。

LLMs の他に，悪用の懸念がある AI 技術は，バイオデ
ザインである。現在，最も先進的な AI によるバイオデザ
インは，タンパク質をデザインするツールである。その
ツールが，プリオンのような，人体にとって有害なタンパ
ク質のデザインに利用されることが懸念されている。プリ
オンは，感染性のあるタンパク質である。感染すると，脳
内で増殖し，精神疾患や運動失調，認知障害などの症状を
引き起こす。

現在のところ，他の種類のバイオデザインには，タンパ
ク質デザインほど，信頼性の高いものはない。しかし，将
来的には，それらの技術がさらなる進化を遂げて，脅威を
提示するようになる可能性がある。AI のバイオデザイン
ツールに，さまざまな方法で調整を行って，大規模な病原
体のデータを用いて訓練し，さらに他の技術と組み合わせ
れば，危険性の高い病原体のデザインが可能になるのでは
ないかと考えられている。

実験作業の自動化という分野においても，AI の活用が
進められている。AI による実験作業の自動化は，実験回
数の削減，作業のアウトソーシング，時間的制約の撤廃，
人的ミスの防止，実験規模の拡大など科学研究に，さまざ
まな恩恵をもたらす可能性がある。AI を用いて完全に自
動化された化学研究もあるが，現時点では，微生物を取り
扱う生物学研究の完全な自動化は難しいといわれている。

AI のさらなる進歩によって，生物学研究を実施するシ
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ステムの完全自動化が可能になるのかどうかは不明であ
る。しかし，完全自動化の実現に向けた社会的な圧力は強
まっている。もし，完全自動化が実現すれば，テロ組織
は，そのシステムをハッキングするだけで，高度な研究能
力を手に入れることができる 11）。あるいは，敵意のある
国家が，自動化によるアドバンテージを，大規模な生物兵
器開発プロジェクトに利用する可能性もある。

4．国家主体による脅威の高まり

2001 年の 9.11 同時多発テロの直後は，テロリストなど
の非国家主体による脅威に焦点が当てられていた。それ
は，まさに「テロとの戦争（Global War on Terrorism）」
の時代であったといえる。しかし，現在では，ロシアによ
るウクライナ侵攻，中国による過剰な軍事演習，北朝鮮に
よるミサイル発射実験など，国家主体による脅威も高まっ
ている。それらの国家主体が，生物兵器の保有に関心を示
す可能性は否定できない。

旧ソビエト連邦では，かつて生物兵器の開発が行われて
いた。その開発が行われていた研究施設は，現在，ロシア
のセルギエフ・ポサド 6 （Sergiev Posad-6）という地域に
ある 12）。衛星写真によって，そのセルギエフ・ポサド 6
の古い研究施設の改築工事と 10 棟の新しい建物の新築工
事が行われていることが明らかとなった。それらの建物の
なかには，バイオセーフティレベル（Biosafety Level: 
BSL）4 の研究施設と同等の設備が整備されているところ
もある。

ロシア当局は，この研究施設で，エボラウイルスのよう
な致死性の高い病原体の研究が行われることを公式に認め
ている。研究施設は，「国のバイオディフェンス・システ
ムの基幹施設」という位置づけになっている。施設の責任
者は，「生物兵器から軍隊と住民を防護するための対抗医
薬品」を開発するための施設である，と説明している。し
かし，実際に，危険性の高い病原体を用いて，どのような
研究が行われるのかは分からない。

中国では，古くから軍事と民間の両方に使用できる科学
技術の推進が行われてきた 13）。第 14 次 5 カ年計画（2021
～2025 年）でも，「軍民科学技術の共同イノベーションを
深化させ，海洋，宇宙，サイバー空間，バイオ，新エネル
ギー，人工知能，量子科学技術等の分野の軍民統一発展を
強化し，地方の科学研究施設・資源の共有を推進し，軍と
地方の科学研究成果の双方向の実用化・応用および重点産
業の発展を推進する」と，明記されている 14）。バイオ分
野の科学技術が，防御能力だけではなく，攻撃能力の向上
に利用される可能性がある。

北朝鮮は，2024 年から，数ヶ月にわたって，ゴミなど
を詰めた数千個の風船を韓国に向けて，飛ばしていた。そ

の風船が，生物兵器の運搬手段として使用されることが懸
念されている。北朝鮮による生物兵器攻撃の脅威の高まり
を受けて，2024 年 10 月，韓国では，天然痘を用いた生物
兵器攻撃を想定する訓練が実施された 15）。また，韓国産
の炭疽菌ワクチンの承認に向けた評価プロセスも進められ
ている 16）。

5．今後のバイオセキュリティの在り方について

AI 時代におけるバイオセキュリティも，やはり予防の
包囲網が基本となる。重層的な予防措置と被害低減措置を
合わせて，リスクを低減することが重要である。加えて，
新たな予防措置として，生命科学分野において AI を活用
するリスクについて継続的に議論するための国際的な枠組
みを創出することが望ましいと考える。それによって，ベ
スト・プラクティスの共有や意識の向上，新しい科学技術
のリスク評価，およびグローバルな形での管理体制の整備
を促進することができる。

非国家主体，あるいは国家主体であるのかを問わず，バ
イオディフェンスの強化は，引き続き有効である。迅速に
被害を低減できる体制を整備できれば，攻撃者にとって生
物兵器を使用するメリットがほとんどないという状況を作
り出すことができる。AI のリスクばかりを強調してきた
が，バイオディフェンスの強化にも，AI の活用が有益で
ある。ビックデータの解析による事態発生の早期検知やワ
クチンの迅速な開発など，AI を，被害低減のための事前
準備に利用することができる。

攻撃者に生物兵器を使用するメリットがないと認識させ
る戦略は，「拒否的抑止」と呼ばれるものである 17）。加え
て，国家主体に対しては，「懲罰的抑止」も行わなければ
ならない。懲罰的抑止とは，敵対国が生物兵器攻撃を行っ
た場合，経済制裁あるいは，核兵器による報復攻撃などで
懲罰を与える，と脅すことで攻撃を諦めさせるというもの
である。懲罰的抑止に実効性を与えるためには，アメリカ
との連携が不可欠である。

国家主体による生物兵器開発のリスクを低減するために
は，BWC の強化も重要である。BWC では，1985 年の第
2 回運用検討会議で，情報共有によって条約遵守の透明性
を 高 め る た め の 信 頼 醸 成 措 置（Confidence Building 
Measures: CBM）の導入が合意された。CBM の提出には
法的拘束力はなく，2023 年に CBM を提出した国は，
185 ヶ国のうち 99 ヶ国（全体の 54％）にとどまってい
る 18）。国家間での透明性を高めるためには，CBM の厳格
化あるいは新たなアプローチの導入を検討する必要があ
る。
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6．おわりに

近年，海外の新聞や雑誌，学術誌などでも，バイオセ
キュリティの脅威についての記事が数多く掲載されるよう
になった。日本では，そのような議論が行われることはほ
とんどなく，諸外国とのあいだに大きなギャップがあると
感じている。本連載を執筆する意義は，まさに，その
ギャップを埋めることにある。現在，筆者は，本連載の他
に，「biosecurity.blog」（https://biosecurity.blog/） と い
う Web サイトでも，タイムリーな情報発信を行っている。
ぜひ，そちらも合わせて，ご参照いただければ幸いである

（図 1）。
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Biosecurity in the Post Covid-19 World 
Part 4. The Threats of Biological Attacks in the Age of AI

Shuji Amano

Faculty of Health Sciences, Nihon Institute of Medical Science

Abstract　The basis of biosecurity is the combination of multi-layered preventive and damage reduction 
measures to form a web of prevention. The emergence of new science and technology such as Artificial 
Intelligence (AI), has increased the risks of misuse of pathogens by individuals, terrorist organizations, or 
states. Not only scientific and technological advances but also tense international situation could increase 
the risks of bioweapon attacks by state actors. Regardless of how the threat of misuse of pathogens 
changes, the basis of biosecurity is establishing a web of prevention. In addition, it will be necessary to 
create an international framework for continuing to discuss about the risks of AI, to improve deterrence 
strategies, and to strengthen the Biological Weapons Convention (BWC). 

Key words：�Biosecurity, Artificial Intelligence, Web of Prevention, Biodefence, Deterrence by Denial
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この度，「第 23 回日本バイオセーフティ学会総会・学術集会」を 2024 年 11 月 27 日（水）から 28 日（木）に，会場
は東京戸山サンライズ（東京都新宿区）にて開催いたしました。

本学会は病原体等の取り扱いにおける安全管理運営，安全装置及び実験施設設計等のバイオセーフティに関する学術研
究の推進並びにバイオセーフティの普及を図り，バイオセーフティの向上発展に寄与することを目的としています。
COVID-19 のパンデミックによって，我々は，バイオセーフティの重要性および必要性を強く再認識いたしました。今後，
後進の育成の必要性に加えて，産官学の連携を含めた情報共有が重要になってきます。

プログラムは，第 1 日目に先ず，学会の創始者である倉田毅先生の追悼講演を賜りました。午後にシンポジウム 1 とし
て，バイオセーフティ施設における事業継続計画と題し，自然災害および感染動物飼育施設におけるバイオリスクマネジ
メントに関して講演頂きました。企業プレゼンテーションとして，企業から薬剤の保管条件，バイオハザード対策用キャ
ビネットやマスクフィッティングテスターについて講演頂きました。

第 2 日目には，シンポジウム 2 として実験用サル類の安全管理と題し，輸入検疫，病原体検査や B ウイルス感染症に
関して講演頂きました。特別教育講演は，感染症における病院のリスク管理について，兵庫県立加古川医療センター部長
の岩田幸代先生に講演頂きました。一般口演は 2 題で，その後シンポジウム 3 として，コモンマーモセット，続いてシン
ポジウム 4 として，バイオセーフティ施設改修における考慮事項について，講演頂きました。　

動物実験も含めた多岐に渡る興味深い講演内容と質疑応答の活発さから，とても有意義な学術集会であったと感じまし
た。学術集会開催に際して，本学会の役員ならびに会員の皆さま，企業・団体からは多大なるご理解とご支援をいただき
ました。心より御礼申し上げます。

第 23回日本バイオセーフティ学会 総会・学術集会報告
森　康子

第 23 回総会・学術集会会長　神戸大学大学院医学研究科附属感染症センター臨床ウイルス学分野
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第 23 回 日本バイオセーフティ学会 総会・学術集会 プログラム
会長：森　康子（神戸大学大学院医学研究科 教授・感染症センター長）

　　開催期間 2024 年 11 月 27 日（水曜）11 月 28 日（木曜）2 日間
開催場所 戸山サンライズ（東京都新宿区）　　　　　　 　
開催方式 ＊リアル方式　＊ PC：Web リモート方式　　　

11 月 27 日（第 1 日目）　受付 ：9：00　PC：Web：リモート方式受付：9：30 分開始
［9：45〜］   　　　開会　進行：榎田順一（イカリ消毒 株式会社）
［9：50〜10：00］　開会挨拶　第 23 回総会・学術集会
　　　　　　　　　　会長　森　康子（神戸大学大学院医学研究科 教授）

［10：00～10：20］　倉田先生追悼講演（故倉田 毅先生の追悼にあたって）
　　　　　　　　　　 司会：北林厚生（一般社団法人 予防衛生協会）
　　　　　　　　　　 演者：杉山和良（国立感染研究所 名誉所員）

［10：20〜11：20］　日本バイオセーフティ学会 委員会報告� 司会：田中俊憲（事務局長）
　10：20～10：35　①バイオセーフティ編集委員会
　　　　　　　　　　実験室バイオセーフティガイドライン作成委員会	 杉山和良（委員長）
　10：35～10：50　②バイオセーフティ専門家制度委員会	 坂田保司（委員長）
　10：50～11：05　③国際委員会	 篠原克明（委員長）
　11：05～11：20　④学術委員会	 井上　智（委員長）

［11：30〜12：00］　国際委員会 海外派遣支援事業報告� 座長：篠原克明（信州大学）
　　　　　　　　　　 演者：三浦詩織（新潟大学）

［12：10～12：50］　理事会
［13：00～13：40］　総会　進行　会長：森　康子（神戸大学大学院医学研究科 教授）
［13：50～15：30］　シンポジウム（1）バイオセーフティ施設における事業継続計画
　13：50～14：40　（1-1）自然災害とバイオセーフティ施設の事業継続
� 座長：坂田保司（株式会社山下 PMC）
　　　　　　　　　　　演者：北林厚生（一般社団法人 予防衛生協会）
　14：40～15：30　（1-2）感染動物飼育施設におけるバイオリスクマネジメントと事業継続計画（BCP）
� 座長：山岸義尚（株式会社 夏目製作所）
　　　　　　　　　　　演者：杉山和良（国立感染研究所 名誉所員）

［15：40～17：00］　企業プレゼンテーション
　15：40～16：00　司会：吉田多加夫（NPO法人　バイオメディカルサイエンス研究会）
　　　　　　　　　　　①　株式会社 イカリステリファーム　　渡邊　真
　16：00～16：20　司会：吉田多加夫（NPO法人　バイオメディカルサイエンス研究会）
　　　　　　　　　　　②　株式会社 日立産機システム　　高澤優志
　16：20～16：40　司会：山岸義尚（株式会社 夏目製作所）
　　　　　　　　　　　③　柴田化学 株式会社　　米谷和晃
　16：40～17：00　司会：山岸義尚（株式会社 夏目製作所）
　　　　　　　　　　　④　日本エアーテック 株式会社　　増渕拓実

［17：10～18：50］　　　懇親会：司会　山岸義尚（株式会社 夏目製作所）

11 月 28 日（第 2 日目）　受付 ：8：30　　　PC：Web：リモート方式受付：8：45 分開始
［9：00～11：00］　シンポジウム（2）実験用サル類の安全管理
　 9：00～9：40　（2-1）実験用サル類の輸入検疫
� 座長：小暮一俊（NPO法人バイオメディカルサイエンス研究会）
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　　　　　　　　　　　演者：藤本浩二（一般社団法人 予防衛生協会）
　 9：40～10：20　（2-2）実験用サル類の病原体検査とサルコロニー管理
� 座長：山岸義尚（株式会社 夏目製作所）
　　　　　　　　　　　演者：濱野正敬（一般社団法人 予防衛生協会）
　10：20～11：00　（2-3）Bウイルス感染症� 座長：北林厚生（一般社団法人 予防衛生協会）
　　　　　　　　　   　演者：高野淳一朗（国立医薬基盤研究所）

［11：10～12：10］　特別教育講演 感染症における病院のリスク管理
� 座長：森　康子（神戸大学大学院医学研究科 教授）
　　　　　　　　　   　演者：岩田幸代（兵庫県立加古川医療センター 循環器内科・診療部長）

［13：10～14：10］　一般演題
　13：10～13：30� 座長：北林厚生（一般社団法人 予防衛生協会）
　　　　　　　　　①　BSC内での殺菌灯の使用について
　　　　　　　　　　　演者：小野恵一（株式会社 日立産機システム）
　13：30～13：50� 座長：山岸義尚（株式会社 夏目製作所）
　　　　　　　　　②　DNAフリー除染ガス（steriX）の SARS-CoV-2 不活性化効果
　　　　　　　　　　　演者：鈴木康士（株式会社 シーライブ）

［14：00～15：00］　シンポジウム（3）Callithrix Jacchus（コモンマーモセット）
　14：00～14：30　（3-1）実験動物としてのコモンマーモセットの特徴と可能性
� 座長：藤本浩二（一般社団法人 予防衛生協会）
　　　　　　　　　   　演者：中村克樹（京都大学・ヒト行動進化研究センター）
　14：30～15：00　（3-2）ライフサイエンス研究におけるモデルとしてのコモンマーモセット
� 座長：杉山和良（国立感染研究所 名誉所員）
　　　　　　　　　   　演者：佐々木えりか（公益財団法人　実中研 マーモセット医学生物学研究部）

［15：10～16：40］　シンポジウム（4）バイオセーフティ施設改修における考慮事項
　15：10～15：30　（4-1）建築学的考慮事項� 座長：北林厚生（一般社団法人 予防衛生協会）
　　　　　　　　　　　演者：宮嶋　聡（株式会社 山下設計）
　15：30～15：50　（4-2）施設設備に係る考慮事項� 座長：吉田一也（ダイダン株式会社）
　　　　　　　　　　　演者：木場裕介（日立グローバルライフソリューションズ 株式会社）
　15：50～16：10　（4-3）実験動物における改修工事での考慮事項� 座長：吉田一也（ダイダン株式会社）
　　　　　　　　　　　演者：山岸義尚（株式会社 夏目製作所）
　16：10～16：40　質疑応答　　司会：北林厚生・吉田一也

［16：40〜］閉会挨拶　会長：森　康子（神戸大学大学院医学研究科 教授）

機器展示　［11 月 27 日　10：00～17：00，11 月 28 日　10：00～16：00］
　株式会社 イカリステリファーム　　　　　株式会社 日立産機システム
　柴田科学 株式会社　　　　　　　　　　　日本エアーテック 株式会社
　三浦工業 株式会社　　　　　　　　　　　水戸工業 株式会社 　
　ハムリー 株式会社

森：第 23 回日本バイオセーフティ学会 総会・学術集会 プログラム
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The 23th JBSA Annual Conference Program
Professor, Graduate School of Medicine, Kobe University

November 27-28, 2024
Toyama Sunrise, Shinjuku-ku, Tokyo

November 27, 2024 Annual Conference (1st Day) ＊ Reception：9：00～　＊ Zoom Access：9：30～
［9：50〜10：00］　Opening Remark
　Chairman: Yasuko Mori (Professor, Graduate School of Medicine, Kobe University)

［10：00〜10：20］　In Memory of the Late Dr. Takeshi Kurata
　Host: Atsuo Kitabayashi (The corporation for production and research of laboratory primates)
　Kazuyoshi Sugiyama (National Institute of Infectious Diseases, Honorary Member)

［10：20〜11：20］　Report from the committees
［11：30〜12：00］　Overseas Dispatch Support Project Report
 　　　　　　　　　Animal Laboratory Management in Spain
 　　　　　　　　　　 　　Chairman: Katsuaki Shinohara (Shinshu University)
 　　　　　　　　　　 　　Shiori Miura (Institute for Research Administration, Niigata University)

［13：00〜13：40］　General Meeting
［13：50〜15：30］　Symposium (1) Business continuity planning for biosafety facilities
　13：50〜14：40　(1-1) Business continuity planning for natural disasters and biosafety facilities
　　　　　　　　　Chairman: Yasushi Sakata (Yamashita PMC Inc.)
　　　　　　　　　Atsuo Kitabayashi (The corporation for production and research of laboratory primates)
　14：40〜15：30　(1-2) �Biorisk Management and business continuity planning in Laboratory for experiments using 

infected animals
　　　　　　　　　Chairman: Yoshinao Yamagishi (Natsume Seisakusho Co,. Ltd.)
　　　　　　　　　Kazuyoshi Sugiyama (National Institute of Infectious Diseases, Honorary Member,)

［15：40〜17：00］　Presentations of exhibitor
　　　　　　　　　 Chairman: Takao Yoshida (NPO Biomedical Science Association)
　15：40〜16：00　① �Consideration of confirmation of killing conditions with peracetic acid-based disinfectant for BI 

that has been stored in an abnormal manner
　　　　　　　　 　　Makoto Watanabe (Ikari sterifirm co., ltd.)
　16：00〜16：20　② Description of biological safety cabinet and clean bench
　　　　　　　　 　　Masashi Takasawa (Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.)
　　　　　　　　 　　Chairman: Yoshinao Yamagishi (Natsume Seisakusho Co,. Ltd.)
　16：20〜16：40　③ Introduction of Tester for Fitting of Masks
　　　　　　　　 　　Kazuaki Kometani (Sibata Scientific Technology Ltd.)
　16：40〜17：00　④ Revision of JIS K-3800 and introduction of Bio safety cabinet series
　　　　　　　　 　　Takumi Masubuchi (AIRTECH JAPAN, LTD.)

［17：10～18：50］Social gathering
　　　　　　　　　Host: Yoshinao Yamagishi (Natsume Seisakusho Co,. Ltd.)

November 28，2024 Annual Conference (2nd Day) ＊ Reception：8：30～　＊ Zoom Access：8：15～
［9：00〜11：00］　Symposium (2) Safety management of laboratory monkeys
　  9：00〜  9：40　(2-1) Importation and Quarantine of Monkeys of Experimental Use
　　　　　　　　　Chairman: Kazutoshi Kogure (NPO Biomedical Science Association)
　　　　　　　　　Koji Fujimoto (The Corporation for Production and Research of Laboratory Primates)
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　  9：40〜10：20　(2-2) The Pathogen Testing of Laboratory Monkeys and the Management of Monkey Colony
　　　　　　　　　Chairman: Yoshinao Yamagishi (Natsume Seisakusho Co,. Ltd.)
　　　　　　　　　�Masataka Hamano (The Corporation for Production and Research of Laboratory Primates, 

Department of Diagnosis and Research)
　10：20〜11：00　(2-3) B virus disease
　　　　　　　　　Chairman: Atsuo Kitabayashi (The corporation for production and research of laboratory primates)
　　　　　　　　　Jun-ichiro Takano (National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition)

［11：10〜12：10］　Special Lecture
　　　　　　　　　Hospital Risk Management in Infectious Diseases
　　　　　　　　　Chairman: Yasuko Mori  (Professor, Graduate School of Medicine, Kobe University) 
　　　　　　　　　Sachiyo Iwata (Hyogo Prefectural Kakogawa Medical Center, Medical ＆ Cardiology Director)

［13：10～14：10］　General Abstract
　13：10〜13：30　① Decontamination by ultraviolet lights in BSC
　　　　　　　　　Chairman: Atsuo Kitabayashi (The corporation for production and research of laboratory primates)
　　　　　　　　　Keiichi Ono (Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.)
　13：30〜13：50　② SARS-CoV-2 inactivation effect of DNA-free decontamination gas (steriXⓇ)
　　　　　　　　　Chairman: Yoshinao Yamagishi (Natsume Seisakusho Co,, Ltd.)
　　　　　　　　　Yasushi Suzuki (SEALIVE, Inc) 

［14：00〜15：00］　Symposium (3) Callithrix Jacchus
　14：00〜14：30　(3-1) Characteristics and potential of the common marmoset as a laboratory primate
　　　　　　　　　Chairman: Koji Fujimoto (The Corporation for Production and Research of Laboratory Primates)
　　　　　　　　　Nakamura (Center for the Evolutionary Origins of Human Behavior, Kyoto University)
　14：30〜15：00　(3-2) Use of Common Marmosets in Life Science Research
　　　　　　　　　Chairman: Kazuyoshi Sugiyama (National Institute of Infectious Diseases, Honorary Member)
　　　　　　　　　�Erika Sasaki (Department of Marmoset Biology and Medicine, Central Institute for Experiment 

Medicine and Life Science)
［15：10〜16：40］　Symposium (4) Biosafety (including recombinant organisms) Considerations for facility renovation
　15：10〜15：30　(4-1) Architectural considerations
　　　　　　　　　Chairman: Atsuo Kitabayashi (The corporation for production and research of laboratory primates)
　　　　　　　　　Satoshi Miyajima (YAMASHITA SEKKEI Inc.)
　15：30〜15：50　(4-2) Considerations regarding facility equipment
　　　　　　　　　Chairman: Kazuyoshi Sugiyama (National Institute of Infectious Diseases, Honorary Member)
　　　　　　　　　�Yusuke Koba (Hitachi Global Life Solutions,Inc. Air Conditioning Solution Service Engineering 

Unit)
　15：50〜16：10　(4-3) Considerations for renovation of laboratory animal housing facilities
　　　　　　　　　Chairman: Kazuya Yoshida (DAI-DAN CO., LTD.) 
　　　　　　　　　Yoshinao Yamagishi (Natsume Seisakusho Co., Ltd.)
　16：10〜16：40　Question and Answer session
　　　　　　　　　Chairman: Atsuo Kitabayashi, Kazuya Yoshida

［16：40］　Closing remark
　　　　　　　　　Chairman: Yasuko Mori (Professor, Graduate School of Medicine, Kobe University) 

Equipment exhibition ［November 27 10：00～17：00，November 28 10：00～16：00］
　IKARI STERIFIRM Co., Ltd., Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Sibata Scientific Technology Ltd., 
AIRTECH JAPAN, LTD., MIURA CO., LTD., MITO TRADING CO., LTD., HAMRI CO., LTD.

森：第 23 回日本バイオセーフティ学会 総会・学術集会 プログラム
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第 23 回日本バイオセーフティ学会総会

日時：2024 年 11 月 27 日（水）13：00～13：30
場所：戸山サンライズ

議事要旨
　議長に森康子会長，議事録署名人に井上智理事と後藤浩
監事を選出。
1．報告と審議，連絡について
 　1）会員・賛助会員報告
　　　�正会員　139 名，学生会員　3 名，賛助会員　15 法

人（10 月 30 日現在）
 　2）�第 24 回総会・学術集会：会長　四ノ宮成祥先生

（国立感染症研究所 安全管理研究センター客員研究
員），開催日　2025 年 11 月 26，27 日を予定，　場
所　戸山サンライズを予定。

 　3）�2023 年度事業報告：理事会を 6 回開催。主な内容
は，会費未納者の対応，会則の改正および詳細規程
の策定ほか。

　　　�2023 年度委員会活動報告：各委員会委員長による
活動報告。

 　4）�2023 年度一般会計および 2023 年度特別会計報告　
承認。

 　5）2023 年度監査報告　承認。
 　6）�2024 年度事業中間報告：理事会を 6 回開催。主な

内容は，事務文書の管理について，アウトリーチ活
動についてほか。

　　　�2024 年度委員会活動中間報告：各委員会委員長に
よる活動報告。第 5，6 回実験室バイオセーフティ
専門家講習会，第 1 回から第 4 回受講者対象のフォ
ローアップ講習会。国際委員会の海外派遣支援事業

（1 件）ほか。第 12 回バイオセーフティシンポジウ
ムとリスク評価トレーニングコースの開催と，第
13 回バイオセーフティシンポジウムの予定案内。

 　7）2024 年度一般会計および特別会計の中間報告。
 　8）�2025 年度事業計画（案）および 2025 年度予算（案）　

承認。

理事会報告
前田秋彦理事長

2024 年度第 1 回

日時：2024 年 2 月 5 日（月）10：00～11：16
会議の形式：オンライン会議
出席者：�井上智，國島広之（理事長委任），杉山和良，鈴

木さつき，田中俊憲，前田秋彦，森康子（理事長
委任），吉田一也（理事長委任）

　　　　監事：小暮一俊，後藤浩
　　　　顧問：北林厚生，篠原克明
　　　　本部事務局次長：榎田順一
　　　　事務局：柴田宏昭
欠席者：河合康洋，中嶋建介，早坂大輔

議事要旨
1．議事
 　1）�東北大学からの連携型共同利用共同研究拠点形成に

関する要望書への対応について
 　2）�民間会社からのバイオセーフティコンサルテーショ

ンの依頼について。紹介する第 3 者機関について
 　3）�国際会議の開催効果拡大実証事業への申請につい

て。来年以降の開催につき継続審議
 　4）BOX での文書共有・事務取扱要領について
 　5）学術会議等からのメールの共有について
2．報告
 　1）�バイオセーフティの学術強化を目的に，シンポジウ

ムと講習会（参加型トレーニング）を年各 2 回開

 

総会報告
前田秋彦理事長
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催していく予定
 　　 これまでの WG は解散し委員会全体で運営していく
 　2）第 23 回総会・学術集会について

2024 年度第 2 回

日時：2024 年 6 月 3 日（月）13：00～14：15
会議の形式：オンライン会議
出席者：�井上智，國島広之，杉山和良，鈴木さつき，田中

俊憲，中嶋建介，早坂大輔，前田秋彦，吉田一也
　　　　顧問：北林厚生，篠原克明　事務局：柴田宏昭
欠席者：�河合康洋，鈴木さつき，森康子，本部事務局次

長：榎田順一

議事要旨
1．議事
 　1）2024 年総会・学術集会について
 　2）2025 年総会・学術集会について
 　3）海外派遣支援事業について
   　　海外派遣支援を 1 名に変更したい　承認
 　4）事務局次長の変更について　継続審議
 　5）理事会議事録の確認・承認手続きについて
   　　�ストレージサーバーを利用して議事録を承認する手

続きに変更したい。今回の議事録は，試しに BOX 
を利用した確認をしたい

 　6）事務取扱要領について
   　　�次の理事会に事務取扱要領案の一部を出すので，共

有したい
2．確認・報告
 　1）ガイドラインの安全保障輸出管理について
 　2）�シンポジウム等に利用したスライドの著作権等につ

いて
   　　�他の学会の転載許諾についてどうなっているか，調

べて次回以降共有する

2024 年度第 3 回

日時：2024 年 8 月 28 日（水）13：00～14：35
会議の形式：オンライン会議
出席者：�井上智，河合康洋（理事長委任），國島広之，杉

山和良，田中俊憲，前田秋彦，早坂大輔，森康子
（理事長委任），吉田一也

　　　　事務局：柴田宏昭
欠席者：鈴木さつき，中嶋建介

議事要旨
1．議事
 　1）2024 年総会について

 　2）2025 年総会について
 　3）委員会活動について
 　　（1）海外関連学会の情報の配信
 　　　　�海外関連学会の情報を共有するために JBSA の

ホームページに各学会のリンクをつけ，イベン
ト情報を載せたい　承認

 　　　　�ウェブサイトのアップデートを広報委員会のよ
うなところで決めていく必要がある

 　　（2）�病原体取扱実務者のリスク評価トレーニング
コース

 　　　　�11 月 26 日午後，戸山サンライズでトレーニン
グコースをおこなう予定　承認

 　　（3）会誌予算
 　　　　�会誌予算の増額と来年度以降の予算要求につい

て　承認
 　　　　�会誌のJST への移行やオンライン化の検討　継続
 　　　　�学生会員拡大に学位を取るための論文としてバ

イオセーフティを使えないかについては，原著
を含む投稿規定を学会ホームページに掲載

 　　（4）関係資料の集約・共有
 　4）会員からの相談対応について
 　5）会員数の拡大について
 　6）法人化について
 　7）事務取扱要領について
2．確認・報告
 　1）�分子生物学会でのフォーラム（感染症研究のリスク

マネジメントを考える）開催について
 　2）JBSA 年間スケジュール
3．その他
 　1）事務局次長について
 　2）�国際委員会シンポジウム案について，理事会後の

メール審議により，承認された
　　　＊その後，学術企画委員会シンポジウムとなった

2024 年度第 4 回

日時：2024 年 10 月 29 日（火）10：00～11：10
会議の形式：オンライン会議
出席者：�井上智，國島広之（理事長委任），杉山和良，田

中俊憲，中嶋建介，前田秋彦，早坂大輔，吉田一
也

　　　　監事：小暮一俊，後藤浩　顧問：篠原克明
　　　　事務局：柴田宏昭
欠席者：河合康洋，鈴木さつき，森康子

議事要旨
1．議事

総会報告・理事会報告・委員会報告
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 　1）2024 年総会について
 　2）2025 年総会について
2．その他
 　1）会員の拡大について
 　2）�日本ウイルス学会から，来年度の学術集会のチラシ

やポスターを本年度の JBSA 集会におきたいとの
依頼があった

 　3）�学会ホームページに日本学術会議の協力団体である
と掲示できないか

2024 年度第 5 回

日時：2024 年 11 月 27 日（水）12：20～12：50
場所，会議の形式：戸山サンライズ 特別会議室，対面
出席者：�井上智，河合康洋，杉山和良，田中俊憲，中嶋建

介，早坂大輔，前田秋彦，森康子，吉田一也
　　　　監事：後藤浩　顧問：北林厚生，篠原克明
　　　　事務局：小野孝浩，柴田宏昭
欠席者：國島広之，監事：小暮一俊

議事要旨
1．議事
　2024 年総会について
2．確認・報告
 　1）倉田先生を忍ぶ会について
 　2）�第 6 回理事会を 12 月に予定している。来年度，5

回ほど開催予定

2025 年度第 1 回

日時：2024 年 12 月 19 日（木）13：00～14：00 予定
会議の形式：オンライン会議
出席者：�井上智，國島広之，杉山和良，田中俊憲，早坂大

輔（理事長委任），前田秋彦，
　　　　監事：小暮一俊，後藤浩　事務局：柴田宏昭
欠席者：河合康洋，中嶋建介，森康子，吉田一也

議事要旨
1．議事
 　1）�2025 年度役員体制（理事会推薦理事の推挙を含む。）

について
 　2）役員と各委員会との連携及び情報共有について
 　3）JBSA ウェブサイトのリニューアルについて
 　4）会員拡大対策（案）について
 　5）�シンポジウムやトレーングコースの教材の会員限定

公開について
 　6）事務局体制（案）について
   　　�取り纏めは事務局長がおこない，総務係（予防衛生

協会）と企画係（田中事務局長）を設けたい。企画
係（事務局次長）に，大本哲也氏を入れる　承認

 　7）�事務取扱要領（案）に掲載する内容（目次）につ
いて

2．確認・報告
　会員の勧誘について

委員会報告

日本バイオセーフティ学会の 5 つの委員会より 2024 年
度の活動報告および 2025 年度活動計画を各委員長から報
告します。

会員の皆様には，活動に関するご意見等いただけるよう
お願いします。

バイオセーフティ専門家制度委員会� 委員長：坂田保司
委員：�井上秀，大本哲也，北林厚⽣，⼩暮⼀俊，
　　　⽊場裕介，篠原克明，杉⼭和良，⾼澤優志，
　　　中村浩章，藤本浩⼆，望⽉淳⼀，⼭岸義尚，
　　　吉⽥多加夫

（1）2024 年度活動報告
実験室バイオセーフティ専門家講習会のフォローアップ

講習会（第 1 回から 4 回の認定者対象）を，2024 年 2 月

20 日～21 日に開催した。受講者は 4 名で認定試験合格者
は 4 名。第 5 回実験室バイオセーフティ専門家講習会を，
2024 年 6 月 17 日～21 日に開催した。受講者は 13 名で認
定試験合格者は 12 名。第 6 回実験室バイオセーフティ専
門家講習会を，2024 年 10 月 21 日～25 日に開催した。受
講者は 7 名で認定試験合格者は 7 名。

（2）2025 年度活動計画
第 7 回実験室バイオセーフティ専門家講習会は，2025

年 6 月 16 日～20 日，第 8 回実験室バイオセーフティ専門
家講習会は，2025 年 10 月 20 日～24 日に開催する予定。
参加者数の減少が顕著になってきており，その原因を分析
しつつ第 8 回以降の講習会については事業計画の見直し

（開催時期・回数・方式など）を検討している。

The Japanese Journal of Biosafety　Vol. 2　No. 1　March 2025 (No.4)

38



実験室バイオセーフティガイドライン作成委員会
� 委員長：杉山和良

委員：伊木繁雄，北林厚生，小暮一俊，篠原克明，
　　　吉田一也

（1）2024 年度活動報告
JBSA「実験室バイオセーフティガイドライン」を，

2016 年 12 月の総会において公開し，2017 年 12 月 11 日に
第 1 版を，2019 年 8 月 1 日に第 2 版を発行しました。実
験室バイオセーフティに関わるソフト・ハード面の基本的
な考え方・実践について紹介しています。「実験室バイオ
セーフティ専門家講習会」の基本となる教材として用いて
います。

改訂版（3 版）の作成作業にあたり，各委員の分担を決
め修正文書を作成することとなり，2024 年 8 月刊行を目
途とすることにしました。一部検討中の委員もおり作業を
継続中で 2024 年度内の刊行とはなりませんでした。この
間，2024 年 6 月に WHO からバイオセキュリティガイダ
ンスの第 2 版が発行されました。これは 2006 年の初版の
全面改訂版となっていますが，これについても改訂版（3
版）に反映させるよう検討中です。

（2）2025 年度活動計画
2025 年度中にとりまとめ作業を完了し発行を目指して

いく。

バイオセーフティ編集委員会　　委員長：杉山和良
委員：天野修司，有川二郎，大沢一貴，北林厚生，
　　　小暮一俊，早坂大輔，前田秋彦，矢島美彩子，
　　　吉田一也

（1）2024 年度活動報告
会誌「バイオセーフティ」第 1〜3 号を発行しました。

編集に関する会議はメールベースで実施しました。内容を
以下に示します。

1）バイオセーフティ第 1 号（3 月号）：
総説；中山哲夫，解説；井上智他，清水博之，渡辺俊

平，講座；天野修司，報告；第 22 回総会・学術集会，
2023 年度理事会・委員会，2023 年第 3 回プレカンファレ
ンス，案内；第 23 回総会・学術集会，第 12 回バイオセー
フティシンポジウム，投稿規定

2）バイオセーフティ第 2 号（7 月号）：
特集；田中俊憲，川合伸也，児玉浩明，解説；高野知

憲・國島広之，矢野寿一，講座；天野修司，阿戸学，報
告；海外派遣支援事業派遣報告，第 12 回バイオセーフ
ティシンポジウム，案内；第 23 回総会・学術集会，海外
派遣支援事業派遣募集

3）バイオセーフティ第 3 号（11 月号）：
特集；田中俊憲，吉識肇，レポート；黒﨑陽平，

Report；Hasan Md Murad，講座；天野修司，案内；第
23 回総会・学術集会，病原体取扱施設関係者リスク評価
トレーニングコース，第 13 回バイオセーフティシンポジ
ウム

（2）2025 年度活動計画
年 3 回の発行を予定しています。
2024 年の第 23 回総会・学術集会で行われるシンポジウ

ム等の講演者に寄稿を依頼する予定です。掲載中の講座を
継続する予定です。海外派遣支援事業に関連しての解説な
どバイオセーフティ関連の総説・解説等の寄稿について委
員会で編集企画を行っていきます。会員からの会誌「バイ
オセーフティ」：「原著」への投稿をお願いいたします。ご
要望・ご意見よろしくお願いいたします。

学術企画委員会� 委員長：井上智
委員：伊木繁雄，河合康洋，黒崎陽平，⼩暮⼀俊，
　　　⽊場裕介，篠原克明，杉山知良，⾼澤優志，
　　　田中俊憲，早坂大輔

（1）2024 年度活動報告
1）�第 12 回バイオセーフティシンポジウム（テーマ：バ

イオセーフティ施設改修工事における注意点につい
て）

 　開催日時：2024 年 3 月 14 日（木）13：30〜17：00
 　場所：（一社）予防衛生協会（つくば）
2）�第 13 回バイオセーフティシンポジウム（テーマ：バ

イオセーフティ教育に関する国際状況）
 　開催日時：2024 年 12 月 13 日（金）13：30〜17：00
 　場所：（一社）予防衛生協会（つくば）
3）�第 1 回　病原体取扱施設関係者リスク評価トレーニ

ングコース（各論 1：病原体を取り扱う際のリスク
の認知と評価）

開催日時：2024 年 11 月 26 日（火）13：00〜17：00
場所：戸山サンライズ大会議室

（2）2025 年度活動計画
病原体取扱施設関係者リスク評価トレーニングコースの

継続開催を予定
第 2 回：�各論 2（病原体の取り扱いにおける安全確保と

評価（SOP，PPE，etc.））
開催：2025 年 4 月 以降
場所：�戸山サンライズ大会議室（東京都新宿区戸山 

1-23-1）

開催予定のコース
第 3 回：�各論 3（取扱い病原体の一次封じ込めとその評

価（BSC を中心に））
第 4 回：�統合（リスクマネジメントにおけるリスク評価）

総会報告・理事会報告・委員会報告
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会員の皆様のニーズに沿ったシンポジウムの企画を学術
企画委員の多様な専門性を生かして検討していきます。 

国際委員会� 委員長：篠原克明
委員：�加藤篤，北林厚生，國島広之，黒崎陽平，
　　　小暮一俊，田中俊憲，中嶋建介，前田秋彦

（1）2024 年度活動報告
1）�2024 年度 JBSA 海外派遣支援事業として，1 件 1 名 

日本医療科学大学 保健医療学部 教授　天野修司氏
（タンザニア，国際バイオセーフティ学会連合　
IFBA Gloval Voice Conference ，2025 年 1 月 21 日
～24 日），について，40 万円の派遣支援を行った。
派遣に関する JBSA へのフィードバックは，JBSA
会誌に投稿あるいは JBSA 学術集会で発表を行う予

定である。
2）�JBSA 会員サービスとして，国際委員会メンバー企

画・学術企画委員会メンバー実施にてシンポジウム
「バイオセーフティ教育に関する国際状況」を 2024
年 12 月 13 日に対面及び Web 配信（予防衛生協会）
にて開催した。講師：長崎大学 黒崎陽平氏，沖縄科
学技術大学院大学 田中俊憲氏，国立感染症研究所 
井上智氏，信州大学 篠原克明氏である。

（2）2025 年度活動計画
2025 年度 JBSA 海外派遣支援事業として，1〜2 件につ

いて派遣支援を行う予定である。派遣に関する JBSA への
フィードバックは，JBSA 会誌に投稿あるいは JBSA 学術
集会で発表予定である。
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日本バイオセーフティ学会 第 13 回バイオセーフティシンポジウムテーマ《バイオセーフティ教育に関する国際状況》
を開催（企画：JBSA 国際委員会，運営：JBSA 学術企画委員会）いたしました。

開催日時は 2024 年 12 月 13 日（金）13：30～17：00，開催場所は（一社）予防衛生協会（つくば），対面及び Web リ
モート方式（Zoom システム）にて開催いたしました。参加者は，正会員 10 名，JBSA 認定 実験室バイオセーフティ専
門家 2 名，非会員 6 名，学生 1 名でした。

また，本シンポジウムは JBSA 認定 実験室バイオセーフティ専門家の更新制度とも連携し，当該専門家認定者は本シ
ンポジウム参加により 10 ポイントが獲得できます。

　本シンポジウムの開催主旨は，以下の通りです。
実験室バイオセーフティ並びにバイオセキュリティにおいては，基盤となるバイオリスクマネジメントを実践する人材

が主要プレイヤーとなります。具体的には，取扱い病原体と取扱い手順におけるリスクを抽出し，ソフト管理のみならず
ハード（器具・機器，設備，施設など）と融合した総合的なリスク対応策を提案，実施できる人材が必要です。

本シンポジウムでは，海外及び我が国におけるバイオセーフティ教育並びにバイオセーフティ専門家としての要件や実
情について幅広く情報提供いたします。

まずは，海外におけるバイオセーフティ教育と認証制度について，海外のバイオセーフティ関連学会における教育カリ
キュラムや専門家としての認証制度などを解説いたします（篠原講師）。次にその一例として，米国バイオセーフティ学
会における専門家養成講習について紹介いたします（黒崎講師）。さらに，我が国の大学などにおける海外留学生に対す
るバイオセーフティ教育の実例などを解説いたします（田中講師）。最後に，海外におけるバイオセーフティの実践状況
について，施設状況や病原体研究の事例などを紹介いたします（井上講師）。

講演終了後に各講師と参加者における質疑応答と総合討論を行い，今後の我が国におけるバイオセーフティ教育や専門
家の要件などについて，一方的な情報提供だけではなく，現状の問題点や要望などについて忌憚のない意見交換ができれ
ばと考えております。

バイオセーフティ・バイオセキュリティに関するソフト及びハードに関わられる多くの方々の参加をお願いいたしま
す。

　プログラムは，以下の通りです。
2024 年 12 月 13 日（金）
13：30～13：40　開会挨拶 篠原克明 JBSA 国際委員会 委員長
13：40～14：20　海外におけるバイオセーフティ教育と認証制度の紹介 篠原克明 信州大学
14：20～15：00　�米国バイオセーフティ学会（ABSA）の概説と学会年次総会プレカンファレンスにおける専門養成講

習について 黒崎陽平 長崎大学
休　憩（15：00～15：10）
15：10～15：50　大学における海外留学生などへの安全教育 田中俊憲 沖縄科学技術大学院大学
15：50～16：30　海外におけるバイオセーフティの実践に関して 井上智 国立感染症研究所 
16：30～17：00　 総合討論

第 13回バイオセーフティシンポジウム報告
篠原　克明

国際委員長，学術企画委員
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　各講師の講演概要は，以下の通りです。
1）海外におけるバイオセーフティ教育と認証制度の紹介

篠原克明　信州大学 繊維学部 特任教授
バイオセーフティ専門家については，WHO 第 4 版などにその要件，責務や役割などが示されている。その育成や認定

については，国内外で種々の教育講習や認定制度が作成されている。認定に関しては，講習会への参加や職務履歴のみを
考慮して認定を与える場合もあれば，さらに試験を実施して合格者のみにより資格を与える場合がある。資格分野もバイ
オセーフティマネジメント全体としての総合的な資格や機器・設備・廃棄物など分野ごとに各々資格を与える場合もあ
る。

本講座では，IFBA（International Federation of Biosafety Associations：国際バイオセーフティ学会連合），ABSA
（ABSA INTERNATIONAL：The Association for Biosafety and Biosecurity，American Biological Safety Association）
などで開催されている講習会や認定制度について紹介する。
2）米国バイオセーフティ学会（ABSA）の概説と学会年次総会プレカンファレンスにおける専門養成講習について

黒崎陽平　長崎大学高度感染症研究センター バイオリスク管理部門，JBSA 認定 実験室バイオセーフティ専門家
本講演では，米国バイオセーフティ学会 American Bio¬logical Safety Association（ABSA）概要と現在の活動状況を

解説する。また，2023 年 10 月に米国ネブラスカ州オマハ市で開催された第 66 回 ABSA 年会プレカンファレンスにて実
施された専門養成講習「Using the past to pre¬vent future laboratory-acquired infections（将来起こる実験室感染防止
のための過去の事故事例の活用）」を受講したのでその内容について報告する。
3）大学における海外留学生などへの安全教育

田中俊憲　沖縄科学技術大学院大学
沖縄科学技術大学院大学において，海外留学生等に対して実施している安全教育のコースやその概要，どのようなこと

に注意して安全教育を実施しているのかを紹介する。
同安全教育にあたっては，英語教材を準備することはもちろんであるが，日本語や日本文化がハイコンテクストである

ことを念頭に内容や説明をすること等が重要であることを説明する。
4）海外におけるバイオセーフティの実践に関して

井上智　国立感染症研究所
世界保健機構（WHO）から 2020 年に発刊された「Laboratory Biosafety Manual, 4th edition（LBM4）」にはリスクと

証拠に基づいて実験設備・安全装置・日常的な実験活動が適切かつ規範に見合った持続的なものであることを確認する新
しいアプローチが記載されている。第 3 版からの改版では世界保健規則（IHR）に準拠したリスク評価の枠組に言及して
バイオセーフティに関する持続的な発展を導くことがねらいであるとも述べられている。国内外の専門家と行った感染症
に関わる調査研究，国際会議や関連する学術会議等に参加することで知り得た知見，これらの経験をバイオセーフティの
視点から俯瞰して，その状況を共有する。バイオリスクマネジメント人材の育成に必要とされるさまざまな取扱い病原体
と取扱い手順におけるリスク抽出，ソフト管理，ハード（器具・機器，設備，施設など）と融合した総合的な対応策など
の考察に役立てば幸いである。

講演終了後，総合討議を行いました。参加者からは，バイオリスクアセスメントの具体例やその手法について質問があ
り，リスクアセスメントを行う際には実験室感染例の事例・文献などが曝露感染の実態把握などの参考になることが回答
されました。また，バイオセーフティとバイオセキュリティの位置づけについては，両者は個別のものではなく，一体化
して運用・運営すべきものとの意見がありました。バイオセーフティ専門家の海外における有用性・実態としては，欧米
の研究機関や大学などではバイオセーフティの実践において，その機関内にバイオセーフティ専門家のスキルが必要なポ
ジションが設けられていることなどが紹介されました。そのスキル獲得のためには，海外の学会などではトレーニング
コース・認定制度などが設けられており多くの資格者がいること，並びに JBSA においても実験室バイオセーフティ専門
家講習会を行っていることが再度紹介されました。
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日本バイオセーフティ学会では，バイオセーフティ，バイオセキュリティに係る技術，技能の習得を目的とした，「実
験室バイオセーフティ専門家制度」を設け，専門家認定を行う，専門家育成講習会を開催します。

本年度から講習会は 1 回 / 年の開催としました。
講義の基本は，「日本バイオセーフティ学会編　実験室バイオセーフティガイドライン：第 2 版」といたします。
講座毎に講師執筆による，テキストを用いた講義を行います。また，BSL2 室に設置の安全キャビネットで機能・構造

の実習を行います。

1．制度の目的　
病原微生物並びに遺伝子組換え体等を取扱う施設での，実験室バイオセーフティ並びにバイオセキュリティの適正な運

用を通じ，専門家としての，技術・知識を習得していただきます。
2．第 7 回講習会開催期間・場所

開催期間：2025 年 6 月 16 日～6 月 20 日（5 日間）
開催場所：一般社団法人　予防衛生協会　住所 〒 305-0003　つくば市桜 1 丁目 16-2

3．受講費用　　￥100,000 円（送金手数料はご負担願います）
4．認定費用　　￥30,000 円（送金手数料はご負担願います）
5．受講申し込み

学会ウェブサイトに掲載いたします。
所定の申込書に記載いただき，下記の事務局にメールをお願いいたします。

6．事務局：受講申込先：担当者
事務局　小野孝治　担当　柴田宏昭　E-Mail　jbsa-gakkai@primate.or.jp

7．受講受付期間
開始：2025 年 3 月 3 日
　＊受講定員に成った場合，締切りと致します。

8．第 7 回講習会　カリキュラム（詳細は変更になることがあります）

 

第 7 回 実験室バイオセーフティ専門家講習会 開催案内
坂田　保司

バイオセーフティ専門家制度委員会委員長
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坂田：第 7回 実験室バイオセーフティ専門家講習会 開催案内
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日本バイオセーフティ学会では，バイオリスクマネジメント（BRM）に係るトレーニングコースの一環として「病原
体取扱施設関係者リスク評価トレーニングコース」の開催をすることといたしました。本コースでは，広く実験室におい
て病原体を取り扱う実務者とバイオセーフティに係る実務者から参加を募ります。

本トレーニングコースは，病原体取扱実務者とバイオセーフティに係る実務者がリスク評価の理論と意義を正しく理解
して所属施設で実践できるように，また，現場におけるリスク評価を幅広く学んでいただくために，全 4 回のコースとし
て各論 3 回と統括 1 回のコースを予定しています。病原体を取り扱う際のリスク評価の正しい考え方の理解と実践（認
知・評価・低減策等）についてシミュレーションを行うことによって所属施設の BRM 促進と強化を行うことを目的とし
ています。

ご参加に際しては，全 4 回のコースをすべて受講していただくことが望ましいですが，各論単体での受講も可能です。
なお，本コース受講はバイオセーフティ専門家認定の更新時に必要なポイントに積算されます。

トレーニングコースの概要

（1）各論 1：病原体を取り扱う際のリスクの認知と評価（2024 年 11 月 26 日に開催）
（2）各論 2：病原体の取り扱いにおける安全確保と評価（SOP，PPE，etc.）
（3）各論 3：取扱い病原体の一次封じ込めとその評価（BSC を中心に）
（4）統　括：リスクマネジメントにおけるリスク評価

第 2 回トレーニングコースとして各論 2 を実施いたします。講師と随時意見を交換しながら BRM に係る講義とともに
実際的なシナリオに基づいた机上でのシミュレーション（病原体取り扱いにおけるリスク評価の正しい理解と実践，リス
ク評価の方法，施設・設備の要件，作業におけるリスクの抽出，リスクの低減策，作業のリスクマネジメント等）を利用
したグループディスカッションによって病原体取扱実務者とバイオセーフティに係る実務者として必要なリスク認知とリ
スク評価，これら評価の正しい理解とその実践の方法について習得することを目指します。

1．開催日時：2025 年 4 月 15 日（火）13：00～4 月 16 日（水）15：00
2．場　　所：戸山サンライズ大会議室（東京都新宿区戸山 1-23-1）
 　　　　　　（https://www.ww100006-hp.normanet.ne.jp/tizu.htm）
3．開催方法：当日会場にて対面で行います。
4．受講形式：グループディスカッション
5．内　容：各論 2 病原体の取り扱いにおける安全確保と評価（SOP，PPE，etc.）
6．プログラム
 　◇　4 月 15 日（火）
 　・セッション 1（13：00-13：40）イントロダクションと自己紹介
 　・セッション 2（13：00-13：40）講義　代表的なリスク評価の方法
 　　〈グループディスカッション〉

第 2 回 病原体取扱施設関係者リスク評価トレーニングコース（各論 2） 
開催案内
井上　智

学術企画委員会委員長
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 　・セッション 3（14：45-15：45）病原体取扱いにおける施設・設備要件
 　・セッション 4（15：45-16：30）病原体取扱い作業におけるリスクの抽出
 　・セッション 5（16：40-17：00）総合討論
 　※　意見交換会（任意参加）
 　◇　4 月 16 日（水）
 　・セッション 6（9：30-12：00） 病原体取扱いにおけるリスク低減策
 　・セッション 7（13：00-14：30）病原体取扱い作業のリスクマネジメント
 　・セッション 8（14：30-15：00）総合討論，まとめ
7．講　師：所属（担当）
 　・篠原克明：信州大学（バイオセーフティ全般）
 　・伊木繁雄：国立感染症研究所（バイオセーフティ全般）
 　・井上　秀：八洲 EI テクノロジー（バイオハザード対策施設・設備）
 　・小暮一俊：バイオメディカルサイエンス研究会（バイオハザード対策機器）
 　・井上　智：国立感染症研究所（病原体・実験動物の取扱全般）	
8．定　員：30 名
9．参加費：会員 	 ￥15,000
 　　　　　非会員	 ￥35,000
 　　　　　非会員 / 講習会受講者	 ￥25,000
 　　　　　※講習会：実験室バイオセーフティ専門家講習会
10．�参加申込：下記申込先に連絡してください。所定の参加申込書にて 4 月 7 日（月）までにお申し込みください。先

着順となります（定員になり次第締め切らせていただきます）。請求書，領収書ご入り用の方は，トレーニング
コース事務局までご連絡ください。

　　申込先
　　　一般社団法人予防衛生協会内 日本バイオセーフティ学会事務局
　　　病原体取扱施設関係者リスク評価トレーニングコース事務局
　　　担当：小野孝浩　柴田宏昭
　　　TEL 029-828-6888　FAX 029-828-6891
　　　E-mail：jbsa-gakkai@primate.or.jp
11．�意見交換会（任意参加・現地清算）：参加者のみなさまと総合討論終了後（4 月 15 日）に講師を交えて BSM に係

るさまざまな事例について自由な意見交換を予定しています。ご都合が宜しい方はこちらにも是非ご参加ください
（詳細は参加者宛に後日連絡をいたします）。

第 2 回 病原体取扱施設関係者リスク評価トレーニングコース （各論 2）開催案内
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学術集会

第 23 回日本バイオセーフティ学会 総会・学術集会
第 23 回集会を森康子会長（神戸大学大学院）のもと，

2024 年 11 月 27，28 日（水，木）に戸山サンライズ（東
京都新宿区）にて開催しました。開催報告を本号に掲載し
ております。
第 24 回日本バイオセーフティ学会 総会・学術集会

第 24 回集会を四ノ宮成祥会長（国立感染症研究所）の
もと，2025 年 11 月 26，27 日（水，木）に戸山サンライ
ズ（東京都新宿区）にて開催します。会長挨拶を本号に掲
載しております。詳細については学会ウェブで掲載いたし
ますので確認願います。多数の参加をお願いいたします。

学術企画

病原体取扱施設関係者リスク評価トレーニングコースの開
催

2024 年 11 月 26 日（火）13：00～17：00 に戸山サンラ 
イズ大会議室（東京都新宿区戸山 1-23-1）において病原
体取扱実務者とバイオセーフティに係る実務者を対象とし
て各論 1：病原体を取り扱う際のリスクの認知と評価に関
するトレーニングコースを開催いたしました。会場にて対
面のみでグループディスカッションを中心とした内容でし
た。

2025 年 4 月 15 日（火）13：00～4 月 16 日（水）15：00
に戸山サンライズ大会議室（東京都新宿区戸山 1-23-1）

（https://www.ww100006-hp.normanet.ne.jp/tizu.htm） に
おいて第 2 回トレーニングコースとして各論 2：病原体の
取り扱いにおける安全確保と評価（SOP，PPE，etc.）を
実施いたします。 講師と随時意見を交換しながらバイオ
リスクマネジメントに係る講義とともに実際的なシナリオ
に基づいた机上でのシミュレーションを利用したグループ
ディスカッションを行います。本号にプログラム・講師・
参加費・参加申込等を掲載していますので確認願います。
また，学会ウェブサイトも確認願います。

講習会

2025 年度第 7 回 JBSA 実験室バイオセーフティ専門家講
習会の開催

第 7 回を 2025 年 6 月 16 日（月）〜20 日（金）につくば
の予防衛生協会にて開催します。本号に開催案内を掲載し
ています。詳細につきましては学会ウェブサイトにて確認
願います。

学会費納入

2025 年度（1－12 月）の年会費 10,000 円（正会員），
1,000 円（学生会員）および 30,000 円 / 一口（賛助会員）
の納入をお願いします。納入に際しましては 1 月に送付し
ました「払込取扱票」を用いての払込や指定銀行口座への
振込にて納入してください。なお，前年度までの未払いが
ある場合も同様に納入をお願いします。ご不明な点は学会
事務局まで問い合わせてください。

会員情報

新規会員紹介
会員：�鈴木陽一（大阪医科薬科大学），中原知美（大阪

大学），田中亜美（日本赤十字社）
賛助会員：ViSpot 株式会社

学会入会手続
JBSA ウェッブサイトの「学会概要」の入会手続に掲載

されている「JBSA 入会申込書」に必要事項を記載の上，
学 会 事 務 局（E-mail：jbsa-gakkai@primate.or.jp） ま で
メールで送付してください。
会員の所属先・住所・メールアドレス等の変更

所属先・住所・メールアドレス等の変更がある場合は，
必ず変更後の情報を学会事務局までメールにて連絡願いま
す。

学会等開催案内

第 24 回日本バイオセーフティ学会 総会・学術集会
会長：四ノ宮成祥（国立感染症研究所）
会期：2025 年 11 月 26，27 日（水，木）
場所：戸山サンライズ（東京都新宿区）

第 68 回米国バイオセーフティ学会（ABSA） 年次会議
会期：2025 年 11 月 24－29 日
場所：ローリー，ノースカロライナ
https://absaconference.org

お 知 ら せ
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欧州バイオセーフティ学会（EBSA）プレカンファレンス
コースと年次会議

会期：2025 年 5 月 13－16 日
場所：マーストリヒト，オランダ

販売

JBSA 実験室バイオセーフティガイドライン（第 2 版）の
販売

実験室バイオセーフティガイドラインは，2016 年 12 月
に公開し，2017 年 12 月 11 日に第 1 版を，2019 年 8 月 1
日に改定版（第 2 版）を発行しました。本ガイドラインに
は実験室バイオセーフティにおけるソフト・ハードの基本
的な情報が掲載されています。各機関のバイオリスクマネ
ジメントの持続的改善に資するものです。また，実験室バ
イオセーフティ専門家講習会のテキストとして使用してい
ます。ガイドライン（第 2 版）のご購入を希望される方

は，学会事務局までご連絡ください。
販売価格（送料別途）  学会会員：2,500 円 / 冊，非会員：

3,500 円 / 冊
実験室バイオセーフティマニュアル第 4 版 （2020），WHO
の日本語版

実験室バイオセーフティマニュアル第 4 版の本編とモノ
グラフ「リスク評価」について NPO バイオメディカルサ
イエンス研究会にて日本語翻訳が行われ，2022 年 3 月に
朝日新聞出版より出版されました。ご購入を希望の方は，
申込フォーム - バイオメディカルサイエンス研究会（npo-
bmsa.org）をご覧ください。 

会誌「バイオセーフティ」に関する会員のご意見，ご要
望等をバイオセーフティ編集委員会または学会事務局まで
ご連絡願います。E-mail:jbsa-gakkai@primate.or.jp

お知らせ
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【発行日】　　2025 年 3 月 1 日
【発行人】　　前田　秋彦　日本バイオセーフティ学会 理事長
【発行所】　　日本バイオセーフティ学会　バイオセーフティ編集委員会
　　　　　　　　杉山和良（委員長）
　　　　　　　　天野修司，有川二郎，大沢一貴，北林厚生，小暮一俊，
　　　　　　　　早坂大輔，前田秋彦，矢島美彩子，吉田一也
【印刷所】　　株式会社ソウブン・ドットコム　
　　　　　　TEL 03-3893-0111　　FAX 03-3893-6611

日本バイオセーフティ学会事務局
　一般社団法人予防衛生協会内
　〒 305-0003　茨城県つくば市桜一丁目 16 番 2
　E-mail：jbsa-gakkai@primate.or.jp
　TEL：029-828-6888　　FAX：029-828-6891
　https://jbsa-gakkai.jp

賛助会員

　アゼアス株式会社
　一般社団法人日本血液製剤機構
　株式会社イカリステリファーム
　株式会社エアレックス
　株式会社生物技研
　株式会社竹中工務店
　株式会社日立産機システム
　株式会社山下設計
　公益社団法人日本ペストコントロール協会
　シスメックス株式会社
　柴田科学株式会社
　ニッタ株式会社
　ニッタエアソリューションズ株式会社
　日本エアーテック株式会社
　日本たばこ産業株式会社
　ViSpot 株式会社
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